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は じ め に

この度、平成１９年度に福島県環境センターが実施した業務について、年報として取り

まとめましたのでお届けいたします。御高覧の上、御意見をいただければ幸いです。

平成１９年度は、猪苗代湖の水環境を美しいままに保全していくために、当センターが

日本大学工学部と平成１４年度より取り組んできた調査研究の成果を県民の皆様にお伝え

し、また、水環境から見た今の猪苗代湖の姿をお知らせすることを目的として、日本大学

工学部との共同研究発表会「清らかな湖、美しい猪苗代湖の秘密を探る講座」を開催いた

しました。

開催に当たっては、関係大学、団体、市町村等の御協力により、パネル･写真･実物展示

会も行い、「猪苗代湖の未来に向けたメッセージ」の記念講演、「流れ込む水の不思議」

及び「きれいな湖水の不思議」と題する２講座を設け、日本大学工学部及び当センターか

らそれぞれ３名の教員・職員が調査研究成果の発表を行いました。多くの県民の御参加に

より、猪苗代湖の水環境保全に向けた活動等に役立つことができたと考えております。

また、アスベストやダイオキシンその他の微量化学物質についても、発生源施設等の周

辺あるいは一般環境のモニタリングを行い、安全で安心できる生活環境の確保に努めてお

ります。

一方、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理あるいは魚類へい死等の水質事故発生に伴う

河川水質調査など、行政側からの緊急な環境調査への対応が増加しております。このため、

現下の厳しい財政状況を踏まえつつ、産業廃棄物処理税の活用などにより、生活環境の安

全確認と安心確保に必要な検査態勢の充実･強化に努めてまいります。

２１世紀「環境の時代」には、地球温暖化防止対策をはじめ、地域のあらゆる環境保全

対策において、県民、事業者等の自主的な努力が求められるとともに、民・産・学・官の

幅広い連携と協働による取り組みが必要となってきております。このような状況にあって、

地方の環境試験研究機関は多様な視点から迅速かつ的確に環境問題に対処することが求め

られております。

福島県の素晴らしい自然環境を将来の世代に引き継ぐため、科学的・技術的に貢献して

いくことが当センターの責務であると考えておりますので、その機能を十分発揮しながら、

民・産・学・官のネットワークによる実践活動が形成・展開できるよう、努めてまいりま

すので、より一層の御理解、　御　支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成２１年１月

福島県環境センター

所長 井澤道雄
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１ 沿 革

昭和４７年(1972年) １月 ●厚生部の出先機関として、「福島県公害対策センター」

（管理課、技術課）をいわき市に設置。

６月 ●行政機構改革により、生活環境部の出先機関となる。

昭和５１年(1976年)１０月 ●生活環境部の出先機関として、「福島県郡山公害対策セン

ター」(管理課、技術課)を郡山市に設置。

（同じ建物内に、郡山市が「郡山市公害対策センター」を

設置。）

●福島県郡山公害対策センターの設置に伴い、福島県公害対

策センターの名称を「福島県いわき公害対策センター」に

変更。

昭和５３年(1978年) ４月 ●いわき公害対策センターの技術課に、公害第一係及び公害

第二係を設置。

●行政機構改革により、両センターが保健環境部の出先機関

となる。

平成 ３ 年(1991年) ４月 ●郡山公害対策センターの技術課に、大気係及び水質係を設

置。

平成 ６ 年(1994年) ４月 ●行政機構改革により、両センターが生活環境部の出先機関

となる。

平成 ９ 年(1997年) ４月 ●行政機構改革により、郡山公害対策センター及びいわき公

害対策センターを廃止し、生活環境部の出先機関として

(管理課、調査分析課)及び「福島県「福島県環境センター」

環境センターいわき支所」を設置。

●環境センターの調査分析課に調査分析第一係及び調査分析

第二係を設置。

平成１１年(1999年) ３月 ●環境センター敷地内に、ダイオキシン類、環境ホルモン等

調査分析のための環境総合調査・研究棟を設置。

４月 ●行政機構改革により、環境センターいわき支所を廃止。

環境センターの調査分析課に調査分析第三係を設置し、環

境ホルモンの調査分析を開始。

平成１２年(2000年) ４月 ●ダイオキシン類の調査分析を開始。

平成１３年(2001年) ４月 ●衛生公害研究所から、県北地方における環境汚染の防止の

ための試験研究業務を移管。

平成１６年(2004年） ４月 ●行政機構改革により、管理課が企画管理グループに、調査

分析課が調査分析グループに、それぞれ組織名を変更。

（参考）「清らかな湖、美しい猪苗代湖の秘密を探る講座」関係資料 ・・・・ ４８
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２　位置及び施設の概要

(1)　位　置　〒963－8024　郡山市朝日三丁目５番７号

　　　　　　　(電　話）024－923－3401　　　　　(ＦＡＸ）024－925－9029

　　　　　　　(Ｅメール）kance@pref .fukushima.jp

(2)　施設の概要

 (本　館)

　　　建築年月日　　昭和51年９月13日　　　　　　　　　　建床面積　　　347.86㎡

　　　構　　　造　　鉄筋コンクリート造陸屋根３階建て　　延床面積　　　735.06㎡

 (環境総合調査・研究棟)

　　　建築年月日　　平成11年３月26日　　　　　　　　　　建床面積　　　301.32㎡

　　　構　　　造　　軽量鉄骨造トタン葺２階建て　　　　　延床面積　　　602.64㎡
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３ 組織及び事務分掌

（平成１９年４月１日現在）

●庶務、人事、予算、財産管理に関すること

企画管理

グループ ●環境情報、環境教育に関すること

（２名）

●水質汚濁の測定及び調査研究に関すること

●地下水汚染の測定及び調査研究に関すること

●農薬汚染の測定及び調査研究に関すること

所 次

●猪苗代湖の水質保全に関する調査研究に関すること

調査分析 ●大気汚染の測定及び調査研究に関すること

長 長 グループ

(15名) ●騒音、振動の測定及び調査研究に関すること

●悪臭の調査研究に関すること

●廃棄物の測定及び調査研究に関すること

●土壌汚染の測定及び調査研究に関すること

●酸性雨の測定及び調査研究に関すること

●化学物質の測定及び調査研究に関すること

●内分泌攪乱化学物質の測定及び調査研究に関するこ

と

●ダイオキシン類の測定及び調査研究に関すること



技 師 五十嵐 俊 則
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４　職員配置及び職員一覧

（平成１９年４月１日現在）

職 名 事 務 技 術 その他 計 企画管理 調査分析
グループ グループ

所 長 １ １

次 長 １ １

課 長 １ １ ２ １ １

主 任 主 査 １ １ １

主 査 １ ８ ９ １ ８

副 主 査 ２ ２ ２

技 師 ３ ３ ３

１１１手転運任主

合 計 ２ １７ １ ２０ ３ １５

職 名 氏 名

所 長 石 井 常 雄

次 長 片 寄 久 巳

企画管理 課 長 浅 川 幸 雄

グループ 主 査 嶋 根 祥 子

（３名） 主 任 運 転 手 菊 地 久 好

調査分析 課 長 古 山 友 美

グループ 主 任 主 査 渡 辺 稔

（１５名） 主 査 清 水 仁 志

主 査 冨 永 幸 宏

主 査 町 田 充 弥

主 査 小田島 正

主 査 伊 藤 千恵子

主 査 木 賊 幸 子

主 査 嶋 孝 明

主 査 吉 田 明 子

副 主 査 吉 田 安 伸

副 主 査 斎 藤 史 紀

技 師 菊 地 克 彦

技 師 鈴 木 聡
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)円(額 算 決節目項款

総務費 426,790

　総務管理費 412,990

　人事管理費 412,990

099,214費旅

　県民生活費 13,800

　県民生活総務費 13,800

000,5費際交

使用料及び賃借料 4,600

負担金、補助及び交付金 4,200

衛生費 72,987,283

　環境保全費 72,987,283

　環境保全対策費 52,566,726

職員手当等（児童手当） 665,000

586,081費済共

012,704,1金賃

004,402費償報

562,972,1費旅

503,017,82費用需

197,321,1費務役

121,126,61料託委

使用料及び賃借料 2,204,449

負担金、補助及び交付金 85,500

000,58費課公

　原子力安全対策費 2,450

054,2費旅

　公害対策費 20,418,107

367,821費済共

315,069金賃

000,08費償報

045,185費旅

711,178,61費用需

476,282,1費務役

000,501料託委

使用料及び賃借料 408,500

　労働費 1,848,098

　雇用対策費 1,848,098

　緊急雇用対策費 1,848,098

497,002費済共

403,746,1金賃

　商工費 38,070

　商工業費 38,070

　工業振興費 38,070

070,6 費旅

000,23費用需

75,300,241

5　予算の概要
( 決 算 額)

計
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６　主要機器の整備状況

整備年度機 器 名 型 式 数量

ダイオキシン類データ処理装置 日本電子 ADPC/Z020 １ 平14

高速冷却遠心分離器 日立工機 CR21F １ 平11

超純水製造装置 日本ミリポア EQG-10S １ 平10
11平１L-01SDE〃〃
71平１日本ミリポア　Elix-UV5､MQ Element〃

蒸留水製造装置 ヤマト科学 WA70 ２ 平11

01平２N1237-UCIントルダ器浄洗波音超

前処理装置(マイクロウェーブ高速試料分解装置) マイルストーンゼネラルETHOS900 １ 平10

濃縮導入装置

01平１子硝城岩ロータリーエバポレーター装置
高速自動濃縮装置 ザイマークTurboVapⅡ １ 平10

11平１D-ⅡpaVobruTクーマイザ〃
11平１械器科理京東置装縮濃DK

抽出装置

自動固相抽出装置 ザイマークAutoTroce １ 平10
ダイオネクス ASE-200 １ 平11全自動高速溶媒抽出装置

11平１A063Sムーサクッソ全自動高速ソックスレー抽出装置

４平１L003-RBクッテイタ器養培

８平１9-LALEDOM314-RA業工化理日朝器温恒

質量分析装置

ガスクロマトグラフ･質量分析計(四重極型･HS付) 日本電子 Auto mass systemⅡ １ 平10
ガスクロマトグラフ･質量分析計(二重収束型磁場式) 日本電子 JMS-700 １ 平11
ガスクロマトグラフ･質量分析計 Ａgilent HP5973I－HP6890N １ 平16

パーキンエルマー　ELAN 6000 １ 平10誘導結合高周波プラズマ質量分析計

３平１3-PSツンメルツスンイ本日計析分銀水

クロマトグラフ

ガスクロマトグラフ(ECD) 日立製作所 G-3000 D-SL-E １ 平３
01平１A71-CG所作製津島〃
11平１3VAA71-CG所作製津島〃
41平１A71-CG所作製津島〃
61平１4102-CG所作製津島〃

ガスクロマトグラフ(FID/FPD) 島津製作所 GC-2014AFSPL １ 平18
６平１)DTF(A71-CG所作製津島ガスクロマトグラフ
01平１)DIF,DPF(FPB41-CG所作製津島〃

高速液体クロマトグラフ 日立製作所 L-7000シリーズ １ 平11
51平１シリーズ0002-L所作製立日〃
71平１DA02-CLecnenimorP所作製津島〃
21平１イオンクロマトグラフ 日本ダイオネクス　DX-320

光度計

原子吸光光度計(フレーム） 島津製作所 AA-6800F １ 平13
紫外可視分光光度計 島津製作所 UV-2450 １ 平13

71平１065-V光分本日〃
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整備年度機 器 名 型 式 数量

大気汚染測定装置

小笠原計器製作所 US-400 １ 平３大気降下物採取装置(酸性雨用）
オキシダント動的校正装置 ダイレック DY1000シリーズ １ 平２

９平１0511LEDOMクッレイダ〃
校正用ガス調整装置 島津製作所 SGPD-1000,SGPA-1000 １ 平10

21平１東亜ディーケーケーCGS-12〃
紀本電子 AFC-127・RG-127 １ 平16大気汚染測定装置(標準ガス調整装置・ゼロガス調整装置）
濁川理化学工業 NG-Z-4D １ 平３動圧平衡型等速吸引装置(煙道用）

11平１SD4-ZGN業工学化理川濁〃
島津製作所 NOA-7000 １ 平７窒素酸化物・酸素測定装置(煙道用）
堀場製作所 PG-230 １ 平11ポータブルガス分析計(煙道用）

21平１)所作製場堀(車定測気大境環
堀場製作所 APNA-360 １ 平13窒素酸化物測定装置(環境大気測定車用）

ニコン 80iTP-DSPH １ 平18アスベスト測定用位相差分散顕微鏡

35昭１Ns4-ATL本柳置装化灰温定

騒音測定装置

４平２33-ANンオリ計音騒
31平１)ンオリ(車定測音騒

その他

８平１ダイハツV-S140V改（ハイゼットバン)車動自気電
61平１Dバン）A（11YGV－FFC産日車スガ然天

＜平成１９年度に購入したもの＞

機 器 名 型 式 数量

原子吸光光度計(ﾌﾚｰﾑﾚｽ) 島津製作所 AA-6800G １
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７　研修会等への出席状況

（１）講演会及び研修会の出席状況

名        　　　　称 主　　　催　　　等 開催地 開催月日 出　　席　　者

課題分析研修Ⅲ（河川の底生動物） 環境省環境調査研修所 所沢市 4/16-4/20 小田島

光化学オキシダント等の汚染特性解明研究会 国立環境研究所東京事務所 東京都 5/23-5/24 冨永

日本水環境学会東北支部幹部会、総会、講演会 日本水環境学会東北支部 仙台市 5/30 古山

第16回環境化学討論会 日本環境化学会 北九州市 6/19-6/22 鈴木（聡）

VOCｓ分析研修（水質） 環境省環境調査研修所 所沢市 6/25-7/4 冨永

音環境セミナー 日東紡音響エンジニアリング㈱ 東京都 7/5-7/6 吉田（明）

環境汚染有機化学物質(POPs等）分析研修 環境調査研究所 所沢市 8/27-9/7 清水

環境モニタリング研修 環境調査研究所 所沢市 10/2-10/5 吉田（明）

第2回音環境セミナー 日東紡音響エンジニアリング㈱ 東京都 10/25-10/26 嶋

リオン環境騒音セミナー2007 ㈱アオバサイエンス 仙台市 11/2 嶋

化学物質環境実態調査環境化学セミナー 環境省環境保健部環境安全課 東京都 1/15-1/16 清水、木賊

石綿マニュアル法研修（第2回） 環境省環境調査研修所 所沢市 1/17-1/18 嶋

ダイオキシン類環境モニタリング研修 環境省環境調査研修所 埼玉県 1/20-2/8 吉田（安）

低周波音測定評価方法講習会 日本騒音制御工学会 東京都 2/5 嶋

光化学オキシダント等の汚染特性解明研究会第2回研究会 国立環境研究所東京事務所 東京都 2/28-2/29 吉田（明）

（２）全国環境研協議会等への出席状況

名　　　　称 主　　　催　　　等 開催地 開催月日 出　　席　　者

全国環境研協議会第１回理事会 全国環境研協議会 東京都 4/27 石井

全国環境研協議会北海道・東北支部総会 全国環境研協議会北海道・東北支部 山形市 5/29 石井、古山

全国環境研協議会騒音振動担当者会議 全国環境研協議会 東京都 9/11 冨永

第33回 北海道・東北支部環境研研究連絡会議　 全国環境研協議会北海道・東北支部 秋田市 10/17-10/18 町田、小田島、菊地、五十嵐

全国環境研協議会第2回理事会 全国環境研協議会 仙台市 11/28 石井

全国環境研協議会企画部会廃棄物小委員会 全国環境研協議会 つくば市 11/19-11/21 嶋

地方公共団体環境試験研究機関等所長会議 全国環境研協議会 東京都 2/5-2/6 片寄

全国環境研協議会北海道・東北支部酸性雨調査研究専門部会 全国環境研協議会北海道・東北支部 郡山市 2/28 石井、古山、冨永

北海道・東北支部の会計監査 全国環境研協議会 仙台市 3/6 石井、古山

水環境学会併設全国環境研協議会研究集会 全国環境研協議会 名古屋市 3/19-3/21 渡邊



８ 事 業 内 容

（1）環境教育（学習）

ア 環境アドバイザー事業

イ 環境管理セミナー事業

ウ エコアクション２１説明会･相談会

エ 定期刊行物の発行

オ 視察研修の受入

カ ホームページ

(2) 調査分析

ア 大気汚染に関する調査分析

イ 水質汚濁に関する調査分析

ウ 騒音・振動に関する調査分析

エ 廃棄物に関する調査分析

オ 化学物質に関する調査分析

カ 他機関等との共同研究

(3) 事故等緊急時の調査分析

(4) 調査分析検体数

(5) 精度管理調査
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平成１９年度における環境センターの事業実施状況は、次のとおり。

(1) 環境教育（学習）

ア 環境アドバイザー事業

「福島県環境アドバイザー等派遣事業実施要領」に基づき、公民館等が主催する研修会

などに環境アドバイザー及び県職員を派遣した。

・環境アドバイザー ２０名を委嘱

・実 施 期 間 平成１９年４月～平成２０年３月

・実 施 回 数 ２１回（環境アドバイザー延べ９回、県職員延べ１２回）

・参 加 人 数 ５５７名

イ 環境管理セミナー事業

県内事業者等を対象に、事業者における環境負荷低減活動を促進するための講演や活動

事例などの紹介を行う環境管理セミナーを開催した。

開 催 日 平成１９年１２月５日(水) 平成１９年１２月１２日(水)

開催場所 福島県農業総合センター（郡山市) 富岡町文化交流センター“学びの森”

）町岡富（

事例発表 ○循環型社会の形成 ○事業所等の省エネルギー対策

○ＩＳＯ１４００１の取組み状況 ○ＩＳＯ１４００１認証取得事業所の活動

紹介演講

74名１３６名数者加参

ウ エコアクション２１説明会・相談会

中小企業者等を対象に、低コストで取り組める環境活動評価プログラムの説明会・相談

会を開催した。

開 催 日 平成１９年１０月２４日（水）

開催場所 福島県ハイテクプラザ（郡山市）

参加者数 ４６名

エ 定期刊行物の発行

環境問題の現状や仕組み及び対策等についての普及啓発を図るため、「年報」を作成し

関係者に配付した。

・「福島県環境センター年報」（第１０号）

オ 視察研修の受入

福島市立信夫中学校から３１名の視察研修があった。

カ ホームページ

当環境センターホームページ（http://www.pref.fukushima.jp/kance/home/home.html）

により、業務内容、調査結果、各種事業について県民に情報提供を行った。

アクセス件数 １６，９０９件
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(2) 調査分析

ア 大気汚染に関する調査分析

(ｱ) 大気汚染常時監視

「大気汚染常時監視計画」に基づき、測定機器の管理及び大気汚染常時監視測定結果

の統計処理を行った。

ａ 大気汚染常時監視測定機器の管理

・実 施 期 間 平成１９年４月～平成２０年３月

・測 定 項 目 硫黄酸化物、窒素酸化物、光化学オキシダント、浮遊粒子状

物質、炭化水素など

・測 定 局 数 ２６局（県設置分）　

ｂ 大気汚染常時監視測定結果の統計処理

・実 施 期 間 平成１９年４月～平成２０年３月

・測 定 局 数 ５１局（全県分）

・統計処理の種類 月報、年報及び環境省報告様式に基づく報告書

(ｲ) 大気発生源監視調査

煙道排ガス調査

「大気発生源監視調査計画」に基づき、ばい煙発生施設の煙道排ガス調査及び採取し

た試料の分析を行った。

・実 施 期 間 平成１９年５月～９月

・調 査 煙 道 １０煙道（９工場・事業場）

・検体数(延項目数) １０検体（３２項目）

(ｳ) 有害大気汚染物質対策調査

「有害大気汚染物質調査計画」に基づき、一般大気環境中及び沿道のアセトアルデヒ

ド及びホルムアルデヒドの分析を行った。

・実 施 期 間 平成１９年４月～平成２０年３月（１回／月）

・対 象 地 点 一般大気環境２地点（福島市、会津若松市）

沿道 １地点（福島市）

・検体数(延項目数) ３６検体（７２項目）

(ｴ) 酸性雨調査

ａ 酸性雨モニタリング調査

「酸性雨モニタリング調査計画」に基づき、降水の採取及び含まれる成分の分析を

行った。

・実 施 期 間 平成１９年４月～平成２０年３月

・調 査 地 点 ３地点（会津若松市、羽鳥（天栄村）、郡山市）

・検体数(延項目数) ５８検体（５８０項目）

ｂ 関東地方環境対策推進本部大気環境部会合同調査

関東地方及びその周辺の都県が連携して実施している酸性雨調査に参加し、降水の

採取及び含まれる成分の分析等を行った結果について取りまとめを行った。

ｃ 全国環境研協議会北海道・東北支部酸性雨合同調査

「北海道・東北におけるガス状酸性化成分等の濃度分布調査実施要領」に基づき、

降水の採取及び含まれる成分の分析等を行うとともに、パッシブサンプラー法により、

酸性化成分等の調査を実施した。

(a) パッシブサンプラー法

・実 施 期 間 平成１９年４月～平成２０年３月

・調 査 地 点 １地点 羽鳥（天栄村）

・検体数(延項目数) １２検体（６０項目）
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(b) 湿性沈着測定

・実 施 期 間 平成１９年４月～平成２０年３月

・調 査 地 点 １地点（郡山市）

・検体数(延項目数) ２３検体（２３０項目）

(ｵ) アスベスト調査

ａ アスベストモニタリング調査

「アスベスト実態調査実施要領」に基づき、一般環境大気中のアスベスト濃度の測

定を行った。

・実 施 期 間 平成１９年４月～平成２０年２月

・調 査 地 点 ５地点（福島市、白河市、会津若松市、南会津町、南相馬市）

・検 体 数 ２０検体

ｂ 特定粉じん排出等作業周辺環境調査

「特定粉じん排出等作業立入検査及び周辺環境調査マニアル」に基づき、建築物解

体工事や吹付アスベスト除去工事の現場周辺のアスベスト濃度の測定を行った。

・実 施 期 間 平成１９年５月

・調査事業場数 １事業場

・検 体 数 ２検体

イ 水質汚濁に関する調査分析等

(ｱ) 公共用水域水質常時監視事業

「公共用水域水質測定計画」に基づき、尾瀬沼等の水質分析を行った。

・実 施 期 間 平成１９年６月～１０月（流入河川は６月、８月のみ）

・調 査 地 点 湖内２地点、流入河川１地点

・検体数(延項目数) ２２検体（２５９項目）

(ｲ) 地下水の水質常時監視事業

「地下水の水質測定計画」に基づき、井戸水等の水質分析を行った。

・実 施 期 間 平成１９年４月～平成２０年３月

・調 査 地 点 概況調査（メッシュ調査） ２２地点

概況調査（工場等周辺調査） ２７地点

定期モニタリング調査  １４４地点

汚染井戸周辺調査 ５８地点

計画外調査 １５地点

・検体数(延項目数) ２６６検体（１，７１２項目）

(ｳ) 水質汚濁発生源監視事業

「水質汚濁発生源調査実施計画」に基づき水質特定事業場等の排水、及び「ゴルフ場

排水農薬調査計画」に基づきゴルフ場の排水等の水質分析を行った。

ａ 水質特定事業場等調査

・実 施 期 間 平成１９年４月～平成２０年３月

・調査事業場等数 延３１５工場・事業場

・検体数(延項目数) ３１５検体（２，１４０項目）

ｂ ゴルフ場排水農薬調査

・実 施 期 間 平成１９年９月～１０月

・調 査 地 点 １１ゴルフ場

・検体数(延項目数) １１検体（３９６項目）
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(ｴ) 猪苗代湖水質モニタリング調査事業

猪苗代湖のｐＨ上昇及び有機性汚濁指標となるＣＯＤ上昇などの原因を把握するため、

各種の調査を実施した。

ａ 猪苗代湖及び主要流入河川のイオンバランスの季節変動と経年変化調査

猪苗代湖並びに酸性水を供給する長瀬川及びその支川において水質を調査し、湖内

及び主要流入河川における各溶存成分の量や組成の季節的、経年的変化を把握した。

・実 施 時 期 ６回／年（４月、６月、８月、10月、12月、２月）

１２月は河川のみ実施

・調 査 地 点 ８地点（延１２地点）

湖内：２地点（水深層別に延６地点）

主要流入河川：６地点

・調 査 方 法 現地調査及び水質分析調査

・検体数(延項目数) ６６検体（１，８３１項目）

（外に外部委託分析 ２０検体（２０項目））

ｂ 酸性河川源流域の水質調査

長瀬川に酸性水を供給している硫黄川流域の水質調査を実施し、各溶存成分の量及

び組成の季節的変化を把握した。

・実 施 時 期 ６回／年（４月、６月、８月、10月、12月、２月）：４地点

３回／年（６月、８月、10月）：４地点

１回／年（６月）：１地点

・調 査 地 点 ９地点

・調 査 方 法 現地調査及び水質分析調査

・検体数(延項目数) ３７検体（７７７項目）

ｃ 猪苗代湖の流入・流出河川等の基礎調査

これまで水質分析が未実施であった中小の流入・流出河川について調査を実施し、

猪苗代湖の流入・流出に係る物質収支を把握した。

・実 施 時 期 ６回／年（４月、６月、８月、10月、12月、２月）

４月及び６月に全地点の水質調査を実施し、この調査結果を

踏まえ、グルーピング採水地点を決めて継続調査を行った。

・調 査 地 点 流入河川等：４６地点（うち採水９地点）

流出河川：３地点（うち採水１地点）

・調 査 方 法 現地調査（現地で全地点のｐＨ・電気伝導率を測定）及び

水質分析調査

・検体数(延項目数) ９２検体（２，９７２項目（現地測定を除く。））

ウ 騒音・振動に関する調査分析

(ｱ) 東北新幹線鉄道騒音調査

「東北新幹線鉄道騒音調査計画」に基づき、市町村の実施する調査の支援及び市町村

に騒音測定車（騒音測定機器）の貸出しを行った。

・実 施 期 間 平成１９年６月～１１月

・貸 出 市 町 村 数 １０市町村

(ｲ) 高速自動車道騒音調査

「高速自動車道騒音調査計画」に基づき、市町村に騒音測定車（騒音測定機器）の貸

出しを行った。

・実 施 期 間 平成１９年６月～１０月

・貸 出 市 町 村 数 １２市町村
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(ｳ) 騒音測定機材取扱研修会

新幹線鉄道騒音調査又は高速自動車道騒音調査予定の市町村担当者を対象とした測定

機材の取扱い実習を行った。

・実 施 時 期 平成１９年５月

・参 加 市 町 村 数 １０市町村

(ｴ) 福島空港周辺航空機騒音調査

「福島空港周辺航空機騒音調査計画」に基づき、福島空港周辺の騒音の測定を行った。

・実 施 時 期 平成１９年５月、７月、１０月及び平成２０年２月

・調 査 地 点 ４地点

・調 査 回 数 ４回／年（延１１２日）

エ 廃棄物に関する調査分析

(ｱ) 廃棄物最終処分場放流水水質等検査

「廃棄物関係分析計画実施要領」に基づき、一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場の放

流水、浸透水、周縁地下水等の分析を行った。

・実 施 期 間 平成１９年４月～平成２０年２月

・調 査 施 設 数 ６６事業場

・検体数(延項目数) １０６検体（２，７９５項目）

(ｲ) 廃棄物焼却灰等溶出試験

「廃棄物関係分析計画実施要領」に基づき、産業廃棄物焼却施設から排出される燃え

殻、ばいじん等の溶出試験を行った。

・実 施 期 間 平成１９年４月～平成２０年１月

・調 査 施 設 数 １８事業場

・検体数(延項目数) ２６検体（１９３項目）

(ｳ) 廃棄物焼却灰熱しゃく減量検査

「廃棄物関係分析計画実施要領」に基づき、産業廃棄物焼却施設から排出される燃え

殻の熱しゃく減量の測定を行った。

・実 施 期 間 平成１９年７月～１１月

・調 査 施 設 数 １９事業場

・検体数(延項目数) １９検体（１９項目）

オ 化学物質に関する調査分析

(ｱ) 環境ホルモン環境調査事業

「環境ホルモン環境調査実施要領」に基づき、公共用水域等の調査を行った。

ａ 公共用水域水質調査

・実 施 期 間 平成１９年５月～６月及び１１月～１２月

・調 査 地 点 ７地点

・検体数(延項目数) ８検体（９２項目）

ｂ 公共用水域底質調査

・実 施 期 間 平成１９年１１月～１２月

・調 査 地 点 １１地点

・検体数(延項目数) １１検体（１２５項目）

(ｲ) 廃棄物最終処分場に係る環境ホルモン調査

「廃棄物最終処分場に係る環境ホルモン調査実施要領」に基づき、廃棄物最終処分場

及び放流水（又は処理水）の分析を行った。

・実 施 期 間 平成１９年７月～１０月

・調 査 事 業 場 数 １８事業場
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・検体数(延項目数) １８検体（５４０項目）

(ｳ) 化学物質排出実態調査

「化学物質排出実態調査実施要領」に基づき、発生源事業場等の調査を行った。

・実 施 期 間 平成１９年９月～１２月

・対 象 事 業 場 数 ３事業場

・検体数(延項目数) １７検体（６２項目）

(ｴ) ダイオキシン類排出状況調査

「ダイオキシン類発生源立入検査実施要領」に基づき廃棄物焼却炉等の排出ガス及び

放流水等の調査を行った。

ａ 煙道排ガス調査

・実 施 期 間 平成１９年５月～６月、９月

・調 査 煙 道 数 ９煙道（９事業場）

・検 体 数 ９検体

ｂ 特定事業場排出水調査

・実 施 期 間 平成１９年９月～１１月

・調 査 事 業 場 数 ５事業場

・検 体 数 ５検体

(ｵ) 廃棄物最終処分場等に係るダイオキシン類調査

「一般廃棄物最終処分場ダイオキシン類調査実施要領」及び「ダイオキシン類等有害

物質安全確認調査実施要領」等に基づき、放流水等の調査を行った。

ａ 一般廃棄物最終処分場放流水等調査

・実 施 時 期 平成１９年１０月

・調 査 事 業 場 数 １事業場及び周辺公共用水域３地点

・検 体 数 ８検体（放流水１、周縁地下水１、公共用水域の水質３及び

底質３）

ｂ 産業廃棄物最終処分場放流水等調査

・実 施 期 間 平成１９年８月～１１月

・調 査 事 業 場 数 ３２事業場

・検 体 数 ３２検体

ｃ 産業廃棄物中間処理物調査

・実 施 時 期 平成１９年１１月

・調 査 事 業 場 数 ２事業場

・検 体 数 ２検体

(ｶ) 化学物質環境汚染実態調査（環境省からの委託事業）

「化学物質環境汚染実態調査実施計画」に基づき、小名浜港の水質及び底質の試料採

取と前処理を行った。

・実 施 時 期 平成１９年１１月

・調 査 対 象 物 質 ＰＯＰｓ等３２物質（水質及び底質のモニタリング調査）

・調 査 地 点 ３地点

カ 他機関等との共同研究

(ｱ) 福島県科学技術調整会議の共同研究

ａ 猪苗代湖環境汚染に対するユビキタスセンシングモニターの開発

ハイテクプラザとの共同研究であり、湖水の水質モニタリングのために自立型小型

センサーの設置場所選定に係るアドバイス及び当該地点の水質等の情報提供を行った。

ｂ 人工浮島の施工による湖沼の水質保全技術の開発

農業総合センター、ハイテクプラザ、林業研究センター及び内水面水産試験場との
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共同研究であり、水質浄化作用の効果確認に係る水質調査を実施した。

(ｲ) 国立環境研究所との共同研究

ａ 光化学オキシダントと粒子状物質等の汚染特性解明に関する研究（Ｃ型共同研究）

大気常時監視データを使って光化学オキシダントと粒子状物質の変動特性や他の汚

染物質との関係などを解析した。

ｂ 猪苗代湖湖水のｐＨ上昇の原因調査（Ｂ型共同研究）

猪苗代湖湖水のｐＨ上昇の原因調査として、湖水に流入する各種物質の収支バラン

スなどを解析した。

(ｳ) 日本大学との共同研究

猪苗代湖の水環境を保全することを目的として、猪苗代湖の水質浄化機能や湖水の中

性化の原因究明、中性化による影響予測などについて、平成１４年度から日本大学工学

部と共同研究を実施している。平成１９年９月に「清らかな湖、美しい猪苗代湖の秘密

を探る講座」として共同発表会を開催し、これまでの研究成果を発表した。

(3) 事故等緊急時の調査分析

水質事故発生、魚類へい死時等に係る水質検査等を行った。

ア 水質事故等緊急時の調査分析

(ｱ) 貨物船「ＪＡＮＥ号」の座礁事故に係る水質影響調査

・調 査 目 的

油流出事故における相双海域への水質影響調査

同事故における海水浴場の水質調査

同事故に伴う漂着油類の分析

・調 査 期 間 平成１９年４月～平成２０年３月

・検体数(延項目数) ５６検体（５００項目）

(ｲ) その他水質事故に伴う周辺環境への影響調査

・調 査 時 期 平成１９年５月、６月、９月、平成２０年２月

・調 査 件 数 ４件

・検体数(延項目数) １２検体（１０３項目）

イ 魚類へい死調査

・調 査 時 期 平成１９年８月、１０月、平成２０年２月

・調 査 件 数 ３件

・検体数(延項目数) １４検体（６６項目）

ウ その他の水質汚染・汚濁等の調査

(ｱ) 日橋川の水質監視事業

・調 査 目 的 事業場の汚染土壌対策工事に伴う周辺河川の水質影響調査

・調 査 時 期 平成１９年５月、８月、１１月、平成２０年２月

・調 査 地 点 数 ２～６地点（各３項目）

・検体数(延項目数) １８検体（５４項目）

(ｲ) 三春ダム貯水池（さくら湖）環境基準設定基礎調査

・調 査 目 的 環境基準の類型指定のため調査

・調 査 時 期 平成１９年１２月～平成２０年３月（４回、２０年１１月まで１年間

継続）
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・調 査 地 点 数 １地点（河川水）

・検体数(延項目数) ４検体（３２項目）

(ｳ) 桜川（三春町）関連調査

・調 査 目 的 土壌汚染の影響調査

・調 査 時 期 平成１９年６月

・調 査 対 象 河川水

・検体数(延項目数) ８検体（８０項目）

(ｴ) 古川（伊達市）関連調査

・調 査 目 的 土壌汚染の影響調査

・調 査 期 間 平成１９年４月～８月（５回）

・調 査 対 象 河川水

・検体数(延項目数) １５検体（４５項目）

エ ダイオキシン類に係る汚染等調査

・実 施 時 期 平成１９年７月、９月、１２月、平成２０年２月

・調 査 対 象 土壌、排出ガス、地下水、底質、大気

・検　　体　　　　　数 １９検体



17

(4) 調査分析検体数

平成１９年度の調査分析事業の実施に伴う分析検体等は、次のとおりである。

平 成１９年 度 分 析 検 体 数

計 画 計 画 外 合 計
事 業 名

検体数 項目数 検体数 項目数 検体数 項目数

66773100667731染汚気大

2301002301査調スガ排道煙
2763002763査調策対質物染汚気大害有
085850008585査調グンリタニモ雨性酸

全環研協議会北海道･東北支部酸性雨合同調査 12 60 0 0 12 60
一般環境大気中アスベストモニタリング調査 20 20 0 0 20 20
アスベスト除去工事等の周辺環境濃度調査 1 2 0 0 1 2

601,0190851181199,9197濁汚質水

952220095222視監時常質水域水用共公
217,16623951916,1152視監時常質水水下地
951,2513223731,2213視監源生発濁汚質水
693110069311査調薬農水排場フルゴ
085,559100085,5591査調策対全保境環水等湖代苗猪

211610021161動振・音騒

211610021161査調音騒機空航辺周港空島福

700,3151334479,2741物棄廃

廃棄物最終処分場放流水水質等検査 103 2,768 3 27 106 2,795
391626178152験試出溶等灰却焼物棄廃
9191009191査検量減くゃし熱灰炉却焼物棄廃

77801100778011質物学化

712910071291査調境環ンモルホ境環
廃棄物最終処分場に係る環境ホルモン調査 18 540 0 0 18 540

4671004671査調態実出排質物学化
4141004141査調況状出排類ンシキオイダ

廃棄物最終処分場等に係るダイオキシン類調査 42 42 0 0 42 42

99864199864100時急緊等故事

306863068600査調時急緊等故事質水
6641664100査調故事死いへ類魚
112541125400査調の等濁汚・染汚質水他のそ
9191919100査調染汚る係に類ンシキオイダ

767,51963,1740,1861027,41102,1計合
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(5) 精度管理調査

国及び県が主催する精度管理調査に参加した。

ア 環境測定分析統一精度管理調査（環境省）

・実 施 期 間 平成１９年９月～１１月

・試 料 の 種 類 ①模擬排ガス吸収液

②底質

③底質

・参 加 項 目 ①塩化水素

②ベンゾ（a）ピレン

③ダイオキシン類

イ 福島県試験検査精度管理事業

・実 施 時 期 平成１９年８月

・試 料 の 種 類 模擬水

・参 加 項 目 鉄、マンガン

ウ 酸性雨測定分析精度管理調査

・実 施 時 期 平成２０年２月

・試 料 の 種 類 模擬酸性雨（高濃度試料、低濃度試料）

・分 析 対 象 項 目 pＨ、導電率、Ｃl 、ＮＯ 、ＳＯ 、ＮＨ 、Ｃa 、Ｍg 、－ － ２－ ＋ ２＋ ２＋
３ ４ ４

＋ ＋Ｋ 、Ｎa

エ その他

① 平成１９年度公共用水域水質調査委託業者との水質検査のクロスチ ックを行った。エ

・実 施 時 期 平成１９年１１月

・調 査 地 点 ２地点

・検体数(延項目数) ２検体（１０項目）

② 平成１９年度ダイオキシン類調査委託業者と土壌及び底質検査のクロスチエックを行

った。

・実 施 期 間 平成１９年１２月～平成２０年３月

・検 体 数 土壌 ２検体

底質 １検体



９ 試 験 研 究

(1) 福島県における光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質濃度について

(2) 福島空港周辺航空機騒音調査について

(3) 土壌試料に係わるダイオキシン類の分析法の検討

(4) 下水道終末処理施設放流水中のＰＣＢｓ濃度特性

(5) 福島県内の公共用水域中の内分泌攪乱化学物質調査結果について

(6) 県内事業場の化学物質排出実態について

(7) 化学物質排出実態調査における環境大気中のＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド

（ＤＭＦ）の調査結果につい て
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１ はじめに 

C型共同研究は国立環境研究所が全国環境研協議会を窓口として、複数の地方環境研究所と共同研

究を行う制度であり、平成18年度に「日本における光化学オキシダント等の挙動解明に関する研究」

を報告した。平成 19 年度より「光化学オキシダント及び粒子状物質濃度等の汚染特性解明に関する

研究」が行われ、全国の 46 機関が参加している。研究内容は、光化学オキシダントと粒子状物質の

地域内比較を行い、地域特性をより明確にするため、集計解析プログラムを使用して全国一律の解析

を実施している。当センターでは平成 18 年度より基本解析に参加し、今年度は福島県における浮遊

粒子状物質（以下「SPM」）を含む解析を行ったので報告する。 

  

２ 研究の目的 

各自治体の大気環境時間値データの整備を継続し、相互に比較検討を行うことで地域的な汚染特徴

を明らかにし、光化学オキシダントと粒子状物質等の汚染特性や発生原因を解明し、その成果を自治

体や国が行うべき大気汚染対策に活用することを目的とする。 

 

３ 研究体制 

 本研究は、（1）時間値データベースの構築、（2）時間値データの解析、（3）モデル解析等3つの内

容に分けられ、国立環境研究所と地方環境研究所がそれぞれ役割分担し研究を進めている。（1）のデ

ータベース作成は、地方環境研究所が大気常時監視の時間値データ、測定局属性情報を提供し、国立

環境研究所がデータベースを構築する。（2）のデータ解析は、各地方環境研究所が自治体内における

光化学オキシダント（以下「Ox」）と浮遊粒子状物質などの基礎解析を行い、国立環境研究所と地方

環境研究所が共同して地域的、広域的解析を行う。（3）のモデル解析は、国立環境研究所が主体とな

り実施する。 

 

４ 時間値データの解析（基本解析）概要 

（1）大気汚染常時監視システムの時間値データをデータベース化 

（2）1990年度以降測定データの継続性があり、地域を代表する5局を選定（表.1） 

（3）大気環境時間値集計・解析プログラムによる解析（1990～2005年度分） 

※（会津若松局のOx、SPM、NOｘについては1992年度以降、朝日局のSPMについては1991年以降

のデータを使用） 

表1.  選定5局の属性情報 

測定局名 会津若松 朝日 大原 白河 広野1 

国環研コード 07202070 07203120 07204110 07205050 07541010 

測定局設置年月 1992年3月 1976年9月 1971年5月 1978年12月 1978年11月 

Oxデータ解析期間 1992～2005年 1990～2005年 1990～2005年 1990～2005年 1990～2005年 

Ox測定方法 

吸光光度法 

・紫外線吸収法 

(1999年更新） 

吸光光度法 

・紫外線吸収法 

（2002年更新） 

・吸光光度法 

吸光光度法 

・紫外線吸収法 

（2004年更新） 

吸光光度法 

・紫外線吸収法

（2003年更新）

SPMデータ解析期間 1992～2005年 1991～2005年 1990～2005年 1990～2005年 1990～2005年 

SPM測定方法 ・β線吸収法 ・β線吸収法 ・β線吸収法 ・β線吸収法 ・β線吸収法 

NOｘデータ解析期間 1992～2005年 1990～2005年 1990～2005年 1990～2005年 1990～2005年 

NOｘ測定方法 

吸光光度法 

・化学発光法 

（1999年更新） 

吸光光度法 

・化学発光法 

（2003年更新） 

吸光光度法 

・化学発光法 

（2001年更新） 

・吸光光度法 

吸光光度法 

・化学発光法 

（2004年更新）

 

（１）福島県における光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質濃度について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県環境センター　吉田明子
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図1 Ox 濃度の年平均値経年変化 
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図2 Ox 濃度の年最大値経年変化 

 Ox　年平均値
 - 平年値 偏差
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図3 Ox 濃度年度別平均値と平年値との偏差  

 

５ 解析結果 

 

 

 

表.2 Ox濃度ランク別（20ppb毎）時間数経年変化率 

濃度ランク ppb 5局平均の時間数/年 5局平均の時間数経年変化率 

時間/年 

 3.11 1392 91～0

 1.4- 5163 93～02

 6.02 9691 95～04

 6.4 742 97～06

 4.0 52 99～08

 2.0- 2 911～001

 0.0 0 上以021

(1)　経年変化の変動特性

　Ox濃度の年平均値経年変化（図1）は、1990

～2005年までの5局年平均値は約20～30ppbで

あり、年度毎に増減はあるものの横ばいである。

広野１局は5局の中でも高い濃度で推移してい

る。

　Ox濃度の年最大値の経年変化（図2）は、1990

～2005年までの年最大値の5局平均値は約90

～110ppbであり、年度毎に増減はあるものの横

ばいである。局別の特徴として2000年に白河

局では140ppbを越えているが、このとき中通

り郡山市及び白河市では関東圏からの移流と

見られる高濃度Oxが観測されたため、県内で

は22年ぶりとなる光化学スモッグ注意報が発

令され健康被害の発生も報告されている。

　Ox濃度年度別平均値と平年値（1990～2005

年）との偏差の状況（図3）は、5局の期間平

均値28ppbに対し、年度毎の平均値との偏差は

－5～4ppbの範囲にある。

　Ox濃度ランク別（20ppb毎）時間数の経年変

化（表.2）は、1990～2005年の5局平均の各濃

度ランクにおける時間数/年および時間数経年

変化率は次のとおりである。

　局別の特徴として、広野１局や北関東に近い

白河局は20～39ppbランクの減少と40～59ppb

ランクで増加を示し、5局平均の時間数経年変

化率に影響した。これに対して大原局は20～

39ppbランクで増加し40～59ppbランクで減少

した。
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図4 SPM 濃度年平均値の経年変化  
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図5 SPM 濃度2％除外値の経年変化  
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図6 SPM 濃度100μg/m3以上の時間数の経年変化  
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図7 Ox 月平均値経月変動 

 

Ox60ppb以上の出現率
経月変動（1990-2005）
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図8 Ox60ppb 以上の出現率の経月変動 

 

 

SPM 濃度年平均値 （図 4）は、1990～2005 年の 5局年平均値は約20～25μg/m3、変化率は-0.3μ

g/m3/年の横ばいである。局別の特徴では白河局は5局の中で-0.8μg/m3/年とやや減少傾向である。 

SPM 濃度 2％除外値 （図 5）は、1990～2005 年での SPM 濃度 2％除外値の5 局平均値は約50～80

μg/m3、変化率は-1μg/m3/年でやや減少傾向である。局別の特徴として、SPM 濃度 2％除外値の変化

率は大原局、白河局、会津若松局では減少した。 

SPM 高濃度（100μg/m3以上）発生状況 （図

6）は、1990～2005 年での SPM 濃度 100μg/m3

以上発生状況の 5 局平均値の変化率は 7 時間/

年の減少である。5 局平均値の SPM 濃度 100μ

g/m3以上の出現率は 1990～1994 年の 1～2％か

ら2001～2005年の0.1～0.7%へ低下した。 

 

 

 

(2)経月変動・季節変動の特性 

 Ox 月平均値経月変動（図7）では、5局の月別平均値は約20～40ppb である。4～5月に高く7～8

月に低い。秋から春に向けて横ばいである。 しかし、5 局の中でも会津若松局では 4～5 月が高くな

り、その後減少し続け 11 月に最小となる。会津地方では、この頃気温の低下、日照時間の減少によ

る気象条件の影響が減少の原因と推察される。 Ox濃度60ppb以上の出現率の経月変動（図8）では、

4～5月に最大となり、その後7月まで急激に減少し12～1月はほとんどない。 
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(a)  1990～1994 年                                     (ｂ)  2001～2005 年 

図9.SPM 月平均値経月変化 
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(a)  1990～1994 年                                     (ｂ)  2001～2005 年 

図10. SPM100μg/m3以上の出現率経月変動 

NOｘ月平均値
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図11. NOｘ月平均値の経月変動 

 

SPM 月平均値の経月変動（図9.a～9.b）では、1990～2005 年は 7月に最大となり1月に最小とな

る。全体として経月変動は小さい。1990～1994年は7月に最大だが、2001～2005年は4～8月頃にか

けて大きく、経月変動は小さい。 

SPM濃度100μg/m3以上の出現率の経月変動（図10.a～10.b）では、1990～1994年は最大ピークが

7月、次のピークが11～12月の二山型、2001～2005年では最大ピークが4月、次のピークが6～8月

頃の二山型である。２つの期間を比較すると、SPM 濃度 100μg/m3以上の出現率の月に変化が見られ

た。 

 局別の特徴として、夏季に高くなる浜通り2局と白河局では、各種大気汚染物質、気象条件等のさ

まざまな要因により光化学反応が進み、二次生成粒子によりSPM濃度が高くなりやすいと推察される。 

  

また、2001～2004年では春季に最大になること

から、黄砂の影響は 1990～1994 年と比較し県内

全域にわたり大きく影響している。1990～1994

年では朝日局、会津若松局で 11～12 月に出現率

は大きく2001～2005年では小さい。ここで、NOx

濃度の季節的な特徴と NOx 月平均値の経月変動

（図11）をみると11～12月に濃度が高く、5～8

月にかけて低い。Ox年平均値の高い広野１局では

1年を通して低い値で推移している。 
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SPM年平均値－2%除外値の関係
(1990-2005)
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図12. SPM 濃度年平均値と 2％除外値との関係           図13.Ox 濃度年平均値と 60ppb 以上出現率との関係 
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図14. SPM 濃度年平均値と Ox 濃度年平均値の関係 
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図15. NOｘ濃度年平均値と Ox 濃度年平均値の関係            図16. SPM 濃度年平均値とＮＯx 濃度平均値の関係 

(3)年平均値と環境基準統計値との関係 

SPM濃度年平均値と2％除外値との関係 （図12）をみると、正の相関（R２＝0.73）が得られたが、

明瞭な相関性は捉えにくい。Ox平均値と60ppb以上出現率との関係 （図13）は、正の相関が得られ

たが、相関係数は小さい。広野１局を除くと相関性は良好（R２＝0.9）である。 

 

(4)複数の物質間の相関関係 

 SPM濃度年平均値とOx濃度年平均値との関係

（図14）をみると、見かけ上、負の傾きであるが、

地域により傾向が異なるため明瞭な相関性は捉

えにくい。また、NOx濃度年平均値とOx濃度年平

均値との関係（図 15）において、相関係数（R２

＝0.9）は良好である。SPM 濃度年平均値と NOx

濃度年平均値の関係（図16）では、明瞭な相関は

捉えにくい。 
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6 まとめと今後の課題 

 今回の基本解析の結果は次のとおりである。 

① 1990年以降のOx濃度の年平均値経年変化は横ばいで推移している。しかし、Ox濃度ランク別

(20ppb 毎)時間数の経年変化より20～39ppb の濃度ランクで発生時間数は減少し、40～59ppb の

濃度ランクで出現率は増加した。また、Ox濃度の季節的な濃度変動は、4～5月で最大値を示し、

7～8月に最小値を示す「春」型の季節変動を示している。NOx と Ox 濃度年平均値の関係では負

の相関が確認された。 

 

② SPM 濃度の年2％除外値の5局年平均値の経年変化率は負であり、横ばいからやや減少傾向で

ある。SPM 濃度の季節的な濃度変動は、地域により傾向は異なる。1990～1994 年では 7 月と 11

月に高くなる二山型である。7月に高濃度となるのは浜通りや北関東に近い中通りで、気象条件

や地理的状況から二次生成粒子の影響が考えられる。また、11 月に高濃度となる会津地方や中

  

今後の課題  

福島県では2000年度以降、浜通りと中通り地方に光化学スモッグ注意報を10回発令している。本

県の特徴として風向きが S 系、風速は 2～4m/s、発令時間の 1～3 時間前に栃木県、埼玉県で光化学

スモッグ注意報が発令されている。県内のOx濃度最高時が夕方（17～19時）であった状況から、県

内の産業活動や道路交通に起因して発生した Ox に加え、関東地方からの移流が重なったものと推測

される。 

また、2007年度日本海側地域でOx濃度が上昇した際、会津若松局で高い濃度を示す事例が見られ

たが、会津地方には Ox 生成要因が少ないことなどから、大陸からの影響と考えられる。SPM におけ

る黄砂の影響だけでなくOxについても大陸からの影響等を注視していく必要がある。 

 

通り地方中部は今後検討していくこととする。また、2001 年～2005 年では春季に高濃度の出現

率が高くなっており、黄砂等の影響は 1990～1994 年と比較し県内全域にわたり大きくなってい

る。 
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（２）福島空港周辺航空機騒音調査について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県環境センター　嶋　孝明

１ はじめに 

 「福島空港周辺航空機騒音調査事業」では福島空港周辺の航空機騒音環境基準の維持管理達成

状況を確認するとともに、同空港周辺地域における騒音に係る生活環境の保全対策を推進するた

めの基礎資料とすることを目的に騒音調査を実施し、環境基準値７５WECPNL 以下（地域類型

Ⅱ）であることを確認している。 

今回は、福島空港における２５００ｍ滑走路供用開始(平成１０年１２月)後の平成１１年度か

ら平成１８年度までの調査概要及び調査結果を取りまとめたので報告する。 

 一方、平成１９年１２月１７日に航空機騒音に係る環境基準の一部を改正する告示がなされ、

騒音の評価指標が WECPNL から時間帯補正等価騒音レベル(Lden)に改正されることとなった

（平成２５年４月１日施行）。そこで、福島空港周辺における Lden の実態を把握するため過去３

年分の測定データを再評価して、WECPNL 値と比較したので併せて報告する。 

 

２ 福島空港周辺航空機騒音調査事業の概要 

（１）調査地点 

   環境基準のⅡ類型をあてはめた指定区域内の４地点（表１） 

      表１ 調査地点（滑走路延長上 北側１地点、南側３地点） 

地点名 市町村 空港からの位置関係 

Ａ 須賀川市 滑走路の北端より約１．９ｋｍ北 

Ｂ 玉川村 滑走路の南端より約０．９ｋｍ南 

Ｃ 玉川村 滑走路の南端より約１．８ｋｍ南 

Ｄ 石川町 滑走路の南端より約２．９ｋｍ南 

（２）調査日程 

  季節毎に年４回、７日間連続で測定 

（３）調査方法 

   「航空機騒音に係る環境基準について（昭和４８年環境庁告示第１５４号）」に定める方法

により測定 

  ①測定機器 ㈱リオン製ＮＡ－３３（自動測定装置） 

      ア）周波数補正回路：Ａ特性 イ）動特性：ＳＬＯＷ 

    ②航空機騒音識別条件  

   ア）設定値６０ｄＢ以上 イ）継続時間５秒以上 ウ）暗騒音より１０ｄＢ以上 

   エ）仰角３０°以上 

  ③航空機騒音の確定 

   ②の設定条件を満たした測定値を、福島空港管理事務所の運行実績データと照合して測定

時刻、ピークレベル及び機数（自動測定装置における確認機数）を確定した。 

※WECPNL＝ ￣dB(A)＋10log10N－２７

   ￣dB(A)：航空機通過時の騒音のピークレベル(dB(A))の１日のパワー平均 

   N：各時間帯毎に通過した航空機の機数から次式により算出される。 

    N=N2+3N3+10(N1+N4) 
      N1： ０～ ７時の機数  N2： ７～１９時の機数 

       N3：１９～２２時の機数  N4：２２～２４時の機数 

３ 調査結果 

３．１ 平成１１年度から平成１８年度の状況 
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図３　Ｂ地点
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図４　Ｃ地点
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（１）WECPNL の経年変化 

   年平均 WECPNL の経年変化は図１のと                      

おりであり、全ての地点で環境基準以下で

ある。 

   Ｂ地点で平成１５年度以降に減少傾向で

あり、その他の地点では若干の変動はある

が横ばいで推移している。 

   また、空港南側３地点が北側Ａ地点より                      

高い値となっている。 

  

（２）確認機数の経年変化 

   各地点毎の確認機数と WECPNL の関係は図２～５のとおりである。 

      Ａ地点では平成１１年度の１５７機をピークに確認機数が減少し、１３年度以降は７５～  

９４機で推移している。 

      Ｂ地点では２３４～３１０機で推移し、平成１５年度以降では確認機数が増加しているが、  

WECPNL は減少している。

C 地点では１９７～２６４機、D 地点は１４２～２８４機で推移している。 

（３）ピークレベル平均値（週間パワー平均値）及び最大値の推移 

      各地点毎の平成１１年度から平成１８  表 2 各地点の平均値及び最大値

年 度 の ピ ー ク レ ベ ル 平 均 値 及 び                        

最大値の推移は表２及び図６，７のとお

りである。 

      平均値、最大値ともに概ねＢ地点＞Ｃ                       

地点＞Ｄ地点＞Ａ地点となっており、横

ばいで推移している。 

 

地点 平均値ｄB(A) 最大値 

A ７３～８２ ７８～９１ 

B ８１～８７ ８６～９８ 

C ７９～８４ ８４～９２ 

D ７６～８４ ８０～９１ 

図１　WECPNLの経年変化

50

55

60

65

70

75

11 12 13 14 15 16 17 18

年度

W
E
C
P
N
L A

Ｂ

Ｃ

Ｄ

図２　Ａ地点
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図５　Ｄ地点
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図６　平均値の推移
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３．２ WECPNL と Lden との関係 

（１）航空機騒音に係る環境基準の一部を改正する告示(平成１９年１２月１７日)の概要 

①騒音測定機器の技術的な進歩や、国際的な状況を勘案して評価指標をWECPNLから Lden   

へ改正した（平成２５年４月１日から適用）。

②新基準は現行の基準値に相当するレベル(Lden≒WECPNL-13)となり福島空港周辺（地域類

型Ⅱ）の環境基準が７５WECPNL 以下から６２ｄB 以下となる。

    ③地上音の評価、小型飛行場に適用が新たな要素として付け加えられた。

※Lden(dB)＝10log10(T0/T(Σ10LAE,di/10+Σ10LAE,ej+5/10+Σ10LAE,nk+10/10)) 

１日の間に観測された航空機騒音の単発曝露騒音レベル(LAE）を時間帯別に補正した後

にエネルギー加算し、観測時間（１日=86,400秒）で平均してレベル表示した値 

    LAE,di： 7:00～19:00の時間帯におけるi番目のLAE 

    LAE,ej：19:00～22:00の時間帯におけるj番目のLAE 

    LAE,nk：22:00～ 7:00の時間帯におけるk番目のLAE 

    T     ：観測時間（24時間=86,400秒） 

    T0    ：基準時間（1秒） 

（２）福島空港周辺における状況 

  平成１６年度から平成１８年度における測定データから単発暴露騒音レベルを抽出後、

Lden で再評価し、WECPNL 及び Lden を比較した。 

  ①年平均値における WECPNL 及び Lden の関係（図８，９) 
      WECPNL と Lden は良好な相関関係（R2=0.987）を示している。 

      また、Lden と WECPNL の差は-14～-16（平均-15.1）で あり、現行の評価量よりも小さ   

い値として評価される。

図７　最大値の推移
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図８　WECPNLとLdenの関係
（年間値） y = 0.87x - 7.046
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 ②季節毎の値における WECPNL 及び Lden の関係（図１０，１１） 

      WECPNLとLdenは年平均値における関係よりは劣るが、概ね良好な相関関係（R2=0.947）
を示している。また、Lden と WECPNL の差は-13～-17（平均-15.3）であり、①同様に

現行の評価量よりも小さい値として評価される。

    ③地点毎の WECPNL 及び Lden の関係（図１２～１９） 

      各地点ともWECPNLとLdenは年平均値における関係よりは劣り（R2=0.7102～0.8343）、   

Lden と WECPNL の差は-13～-17 となる。

                                    

図１１　LdenとWECPNLの差
（全体季節毎）
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図１０　WECPNLとLdenの関係
（全体季節毎） y = 0.9081x - 9.5655

R
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図１２　WECPNLとLdenの関係
（Ａ地点季節毎） y = 0.9004x - 9.3028

R
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図１３　LdenとWECPNLの差
（Ａ地点季節毎）
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図１４　WECPNLとLdenの関係
（Ｂ地点季節毎） y = 0.8333x - 4.5333

R2 = 0.7102
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図１５　LdenとWECPNLの差
（Ｂ地点季節毎）
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図１６　WECPNLとLdenの関係
（Ｃ地点季節毎） y = 0.7899x - 2.1933

R2 = 0.8343
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図１７　LdenとWECPNLの差
（Ｃ地点季節毎）
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４ まとめ 

（１）福島空港周辺の平成１１年度から平成１８年度の WECPNL は全ての地点で環境基準値以  

下であり、Ｂ地点で減少傾向がみられたがその他の地点では横ばいで推移していた。また、

空港南側３地点が北側Ａ地点より高い値となっていた。これは、北側の確認機数が南側の   

１／３程度と少ないこと及びピークレベル平均値、最大値が低いためである。 

（２）Ｂ地点において、平成１５年度以降では確認機数が増加しているが、WECPNL は減少し  

ている。これは、平均値及び最大値が横ばいで推移していることから、夕方（19～22 時）の

確認機数が減少しているためと推測される。    

（３）平均値、最大値は、ともに概ねＢ地点＞Ｃ地点＞Ｄ地点＞Ａ地点となっていた。 

（４）福島空港周辺における Lden の実態を把握するため過去３年分の測定データを再評価した

結果、すべての地点で新基準値（62dB）を達成することを確認した。

（５）また、WECPNL 値と比較した結果、WECPNL と Lden には良好な相関関係があることを

確認した。この場合、個々の地点や季節毎よりも、全体の年平均値での関係の方が良好な結

果となった。  

（６）Lden と WECPNL の差は-14～-16（平均-15.1）で あり、現行の基準値に相当するレベル

(Lden≒WECPNL-13)よりも小さい値として評価されることが分かった。 

   年平均値における WECPNL と Lden の関係式（y(Lden)=0.87x(WECPNL)-7.046）に現

行の環境基準値（75WECPNL）を当てはめると 58.2dB（Lden）となり、Lden と WECPNL
の差は-16.8 である。これは新基準値より 3.8ｄB 低い評価値となる。 

（７）今回の航空機騒音に係る環境基準の一部改正により、地上音についても評価対象となった。  

空港から一番近いＢ地点では地上音の影響を受けている可能性があり、今後、環境省で策定  

が予定されている「航空機騒音監視測定マニュアル（仮称）」により、測定方法の検討をす  

る必要がある。

図１８　WECPNLとLdenの関係
（Ｄ地点季節毎） y = 0.9732x - 13.188

R
2
 = 0.8288
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図１９　LdenとWECPNLの差
（Ｄ地点季節毎）
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別紙 航空機騒音調査結果（H１１～H１８年度）

A地点 B地点

年
度

季
節

平均騒
音レベ
ル（ｄB)

最大騒
音レベ
ル

機数 WECPNL
年平均
WECPNL

Lden
年平均
Ｌden

年
度

季
節

平均騒
音レベ
ル（ｄB)

最大騒
音レベ
ル

機数 WECPNL
年平均
WECPNL

Lden
年平均
Ｌden

－86378838春－26549808春
－96680948夏－26147818夏
－96370948秋－85632877秋
－96763958冬－16537808冬
－76658848春－06347897春
－86470938夏－85817808夏
－66952938秋－65913887秋
－86859848冬－75824887冬
－56351928春－16238897春
－66369828夏－06623897夏
－86480938秋－55512887秋
－76752948冬－35013887冬
－76379848春－25128737春
－66358838夏－75824877夏
－46068838秋－55326897秋
－86848968冬－85225887冬
－46638838春－26931918春
－76168848夏－65415887夏
－272014978秋－16816818秋
－86750958冬－4582867冬
1576258848春3485314808春
1576768838夏4475817897夏
1576379838秋6426627828秋
3586179848冬2455813887冬
0556467828春7416734808春
1566386828夏9345312887夏
0566480928秋2465123887秋
0566377838冬9335810867冬
0556271928春5495634887春
0556388818夏247597828夏
0566388828秋3485323877秋
0556278828冬047576828冬

C地点 D地点

年
度

季
節

平均騒
音レベ
ル（ｄB)

最大騒
音レベ
ル

機数 WECPNL
年平均
WECPNL

Lden
年平均
Ｌden

年
度

季
節

平均騒
音レベ
ル（ｄB)

最大騒
音レベ
ル

機数 WECPNL
年平均
WECPNL

Lden
年平均
Ｌden

－26164897春－86772938春
－75141867夏－26156897夏
－86371948秋－76350948秋
－06924808冬－56738848冬
－36256818春－66759838春
－16533808夏－36145828夏
－26144818秋－66758838秋
－16834897冬－66358838冬
－16837808春－46748838春
－56950928夏－26848808夏
－36157818秋－66161948秋
－95524818冬－46149828冬
－36766897春－55570928春
－76970928夏－46548828夏
－26453897秋－66268838秋
－86481938冬－56331948冬
－16834897春－56948828春
－16445897夏－66850938夏
－06235808秋－66060938秋
－75821887冬－46058828冬
4485033887春9446648828春
8436466897夏0566868828夏
6406843887秋8436355808秋
6406444897冬6416446808冬
5406243887春9446566818春
5406651877夏9456174818夏
4495134897秋9456766828秋
4406234897冬7436155818冬
6416354897春8436756818春
4495850867夏9446465818夏
5406742887秋8456575818秋
8426936818冬0566867838冬
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（３）土壌試料に係わるダイオキシン類の分析法の検討

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県環境センター　鈴木　聡

Table 1 分析法の違いによるダイオキシン類実測濃度の比較

土壌

試料 
分析法 

ダイオキシン類濃度 (pg/g) 

Total PCDDs PCDFs DL-PCBs

A 
土壌分析法 34000 3700 27000 2700 

ばいじん分析法 41000 4300 34000 3100 

B 
土壌分析法 15000 3500 10000 1400 

ばいじん分析法 28000 6300 19000 2300 

C 
土壌分析法 6500 2500 3700 310 

ばいじん分析法 6400 2300 3600 380 
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Fig.2 同族体及び DL-PCBs の比較

1. はじめに

 土壌試料のダイオキシン類分析法は一般に「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成 12 年 1
月環境庁)」(以下、土壌分析法とする）に準じて行われている。土壌分析法によると試料の採取は『廃棄物そ

のものの認められる場所からは採取は行わない』とあるが、試料中には過去の状況などにより、焼却灰など

を含む試料も存在するのが現状である。この場合、土壌分析法では焼却灰等に含まれる炭酸塩などの存在で

ダイオキシン類が完全に抽出できない可能性が考えられる。そこで今回は、焼却灰等を含む土壌試料につい

て土壌分析法のほかに、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第 2 条第 2 項第 1 号の規定に基づき環境大

臣が定める方法」（以下、ばいじん分析法とする）に準拠し結果の比較を行ったので報告する。

2. 方法

焼却灰を含む土壌試料 A、B と焼却灰を含まない土壌試料 C について、土壌及びばいじん分析法に準拠し

分析を行った。なお、土壌分析法とばいじん分析法の大きな違いは酸処理の有無であり、ばいじん分析法で

は酸処理を行う。Fig.1 に示すように酸処理は焼却灰中に存在する炭酸塩を分解しダイオキシン類の有機溶媒

への抽出を良好なものにする。

3. 結果

 Table 1 に土壌分析法・ばいじん分析法に準拠し分析を行った結果を示す。ばいじん分析法を用いると、焼

却灰を含む土壌試料 A、B については、土壌分析法に比べ実測濃度で約 2 倍のダイオキシン類が検出された。

一方、焼却灰を含まない土壌試料 C では両分析法間で大きな差はなかった。これは、ばいじん分析法におけ

る酸処理の効果が大きいためと考えられる。

次に Fig.2 に同族体及び PCBs の定量値の比(ばいじん分析法/土壌分析法)を示す。試料 B では 4～5 塩素

化物の PCDD/Fs の比が大きい傾向があるが、焼却灰を同様に含む試料 A との間に一定のパターンは見られ

なかった。これは焼却灰の性状の違いに原因があると考えられ今後の課題である。

Fig.1 酸処理の効果
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（４）下水道終末処理施設放流水中のPCBs濃度特性

　　　　　　　　　　　　　　○鈴木 聡，鈴木 仁※，木賊 幸子，鈴木 裕司※※

　　　（福島県環境センター　※現・会津地方振興局　※※現・県中保健福祉事務所）

【はじめに】

ポリ塩化ビフェニル（PCBs）の環境への負荷は、PCB 製品に由来するところが大きい。しかし、

環境試料中の PCBs には、PCB 製品に由来する異性体の他に、3,3’-ジクロロビフェニル(IUPAC#11)
などの異性体が比較的高濃度で検出される。この原因を究明するための報告 1)は、いくつかなされて

いるが、具体的な排出源についての知見は数が少ない。

 今回、福島県が平成 16～17 年度に県内の下水道終末処理施設の放流水中の PCBs 調査を実施した

ところ、IUPAC#11 を含む異性体組成に興味深い知見が得られた。また、放流水と河川水質との関連

性についても、一部調査したので報告する。

【分析方法】

 平成 16～17 年度に採取した、県内 22 施設（Fig.1）の下水

道終末処理施設の放流水について、平成 14 年度化学物質分

析法開発調査報告書 2)に準じた方法で分析を行った。

 試料水 3L にクリーンアップスパイク 1000pg を添加後、ろ

紙（GMF-150）と固相ディスク（C18）による抽出を行った。

抽出後のろ紙と固相ディスクは、トルエンで 6 時間、ソック

スレー抽出を行い、粗抽出液について硫酸処理、GPC 処理及

びシリカゲルカラム処理によるクリーンアップを行った。

100 L まで濃縮後、シリンジスパイク 1000pg を添加して

HRGC/HRMS（GC:HP6890,MS:JMS-700）により、分解能

10,000 以上の条件で測定した。分離カラムは HT-8 PCB（60m×0.25ｍm）を使用した。

【結果および考察】

1．PCBs 濃度レベル

分析結果を Table1 に示す。総 PCBs 濃度は、0.10～3.2ng/L の濃度範囲で全ての施設から検出された。

これは、下水道終末処理施設の放流水の排水基準（0.0005 mg/L）と比較して、極めて低い濃度であっ

た。これらの異性体組成では、22 地点中 21 地点で IUPAC#11 が最も高い濃度で検出され、総濃度中

に占める割合も 7%～69%（平均 31%）と、高い傾向を示していた。IUPAC#11 は、工業製品中の不純

物や燃焼由来、高塩素化物からの脱塩素化などに由来するものと考えられるが、何に起因するかは今

後の課題といえる。また IUPAC#11 の他にも、2,4’,5-トリクロロビフェニル(IUPAC#31)をはじめとし

て、低塩素化物の異性体が、比較的高濃度で検出される傾向が見られた。

The property of PCBs concentration in final effluent from sewage terminal treatment facilities 
○Satoshi SUZUKI, Hitoshi SUZUKI, Sachiko TOKUSA, Yuji SUZUKI 

 Fukushima Prefectural Environmental Center, Asahi 3-5-7, Koriyama-shi, Fukushima, 963-8024,  
TEL: 024-923-3644, FAX:024-925-9029, E-mail:kance@pref.fukushima.jp

Fig.1 調査地点
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2. 公共用水域との関連性

下水道終末処理施設の放流水の PCBs 濃度特性は、特徴的な異

性体組成を持つことから、環境試料における新たな指標となる可

能性が考えられる。そこで、河川水質との関連性を調査するため、

最も高濃度で IUPAC#11 が検出された施設 A に着目し、その放流

水が流入する河川 B との異性体組成について比較を行った。

Fig.2 に、同年度に調査した施設 A と河川 B における、D2CB
のクロマトグラムを示す。河川 B のクロマトグラムからは、施設

A から検出されていた、IUPAC#11 のピークをはじめとする主要

な異性体が検出されており、両者の関連性が強く示唆された。

さらに、PCB 製品（KC-300～KC-600）、施設 A 及び河川 B の

同族体組成比を用いて、主成分分析を行ったところ、河川 B の主

成分スコアは、PCB 製品とは異なり、施設 A と類似するものであ

った。同様に、ケミカルマスバランス（CMB）法を用いた解析に

おいても、河川 B における施設 A の寄与率は 85％を超えていたことから、両者の異性体組成の類似

性が強く示唆された。

【まとめ】

 福島県内 22 施設の下水道終末処理施設の放流水中における PCBs を測定したところ、PCB 製品と

は異なる、IUPAC#11 を主要な異性体とした、特徴的な組成を持つことが分かった。また、これは環

境試料における新たな指標として用いることが可能と考えられる。

今後は、同施設に係る PCBs のデータの蓄積をはかり、この異性体組成が何に起因するかについて

も調査を進めることとしている。

Table 1 PCBs 濃度（n=22）

Isomer concentration（ng/L）

M1CB <0.01 ～ 0.01 
D2CB 0.020  ～ 2.0  
T3CB 0.024  ～ 0.34 
T4CB 0.021  ～ 0.47 
P5CB <0.01 ～ 0.27 
H6CB <0.01 ～ 0.3  
H7CB <0.01 ～ 0.11 
O8CB <0.01 ～ 0.014
N9CB <0.01 
D10CB <0.01 
Total 0.10  ～ 3.2  

【参考文献】

1) 中野武，松村千里，角谷直哉，山本耕司，福嶋実 第 10 回環境化学討論会 要旨集,574-575(2001)
2) 環境省環境安全課：平成 14 年度化学物質分析法開発調査報告書, 48-170(2003) 

Fig.2 下水道終末処理施設放流水と放流先下流の河川水質のクロマトグラム

（A：下水道終末処理施設放流水、B：放流先下流の河川水質）
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１. はじめに 

外因性内分泌攪乱化学物質(以下、「環境ホルモ

ン」とする)とは、内分泌系に影響を及ぼすこと

により、生体に障害や有害な影響を引き起こす外

因性の化学物質のことである。 

環境庁は、平成 10 年 5 月に環境ホルモン問題

について対応方針等を収録した「環境ホルモン戦

略 SPEED’98」１）を策定し、国内の環境実態の把

握等を行ってきた。 

福島県でも「環境ホルモン戦略 SPEED’98」で

リストに挙げられた「環境ホルモンと疑われる 67

物質」のうち分析法が確立している物質等につい

て、平成 11 年度から 15 年度の 5カ年計画で環境

調査を行い、平成 16 年度からは検出された物質

を主として継続調査を行っている。また、福島市、

郡山市及びいわき市も同様に環境調査を行って

いる。 

 本報では、平成 11 年度から 18 年度までに行っ

た県内の公共用水域（水質・底質）及び水生生物

の調査結果について報告する。 
 

２. 調査機関 

 調査は、福島県、福島市、郡山市及びいわき市

が行った。 
 

３. 調査対象物質 

 調査対象物質を表 1に示す。

表１ 調査対象物質 

№※１ 物質名 
調査対象物質  

№※１ 物質名 
調査対象物質 

物生生水質底 質水 物生生水質底 質水

2 ポリ塩化ビフェニル類(PCB) ○ ○ ○  37 ビスフェノール A ○ ○ ○ 

3 ポリ臭化ビフェニル類(PBB) ○ ○ ○  38 フタル酸ジ-2-エチルヘキシル ○ ○ ○ 

4 ヘキサクロロベンゼン(HCB) ○ ○ ○  39 フタル酸ブチルベンジル ○ ○ ○ 

5 ペンタクロロフェノール(PCP) ○ ○ ○  40 フタル酸ジ-n-ブチル ○ ○ ○ 

6 2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸 ○ ○ ○  41 フタル酸ジシクロヘキシル ○ ○ ○ 

7 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 ○ ○ ○  42 フタル酸ジエチル ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ンレピ)a(ゾンベ34  ○ ○ ○ ルーロトミア 8

 ○ ○ ○ ルーノェフロロクジ-4,244  ○ ○ ○ ンジラトア 9

 ○ ○ ○ ルシキヘルチエ-2-酸ンピジア54  ○ ○ ○ ルーロクラア 01

11 CAT(シマジン) ○ ○ ○  46 ベンゾフェノン ○ ○ ○ 

12-1 ヘキサクロロシクロヘキサン ○ ○ ○  47 4-ニトロトルエン ○ ○ ○ 

12-2 エチルパラチオン ○ ○ ○  48 オクタクロロスチレン ○ ○ ○ 

13 NAC(カルバリル) ○ ○ ○  49 アルディカーブ ○   

14 クロルデン(trans/  ○ ○ ○ ルミノべ05  ○ ○ ○ )sic

15 オキシクロルデン ○ ○   51 キーポン（クロルデコン） ○   

16 trans-ノナクロル ○ ○   52 マンゼブ（マンコゼム） ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ブネンマ35  ○ ○ ○ ンパロプロロク-3-モロブジ-2,1 71

   ○ ムラチメ45  ○ ○ ○ )-'p､p(TDD 81

19 DDE 及び DDD(  ○ ○ ○ ンジブリトメ55  ○ ○ ○ )-'p､p

20 ケルセン(decofol) ○ ○ ○  56 シペルメトリン ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ トーレレバンェフスエ75   ○ ○ ンリドルア 12

 ○ ○ ○ トーレレバンェフ85   ○ ○ ンリドンエ 22

 ○ ○ ○ ンリトメルペ95  ○ ○ ○ ンリドルィデ 32

24 エンドスルファン(ベンゾエピン） ○ ○   60 ベンクロゾリン ○ ○ ○ 

 ○ ○ ○ ブネジ16   ○ ○ ルロクタプヘ 52

 ○ ○ ○ ムラジ26   ○ ○ ドイサキポエルロクタプヘ 62

 ○ ○ ○ ルチンペジ酸ルタフ36  ○ ○ ○ ンオチラマ 72

 ○ ○ ○ ルシキヘジ酸ルタフ46  ○ ○ ○ ルミソメ 82

29 メトキシクロル ○ ○   65 フタル酸ジプロピル ○ ○ ○ 

   ○ 体量3・体量2ンレチス66    ○ スクッレイマ 03

   ○ ンゼンベルチブ-n76  ○ ○ ○ ンェフロトニ 13

 ○ ○ ○ )-β71(ルーオジラトスエ―    ○ ンェフサキト 23

 ○ ○ ○ ムウミドカ―  ○ ○ ○ ズスルチブリト 33

 ○ ○ ○ 鉛―  ○ ○ ○ ズスルニェフリト 43

35 トリフルラリン ○ ○ ○  ―  ○ ○ ○ 水銀

36 アルキルフェノール※２  65 46 17 数質物象対査調  ○ ○ ○ 

※１ 「ＳＰＥＥＤ’98」１）中の番号 

※２ アルキルフェノール類：4-t-ブチルフェノール、4-n-ペンチルフェノール、4-n-ヘキシルフェノール、4-ヘプチルフェノール、 

4-t-オクチルフェノール、4-n-オクチルフェノール、ノニルフェノール 

（５）福島県内の公共用水域中の内分泌攪乱化学物質調査結果について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県環境センター　木賊幸子
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４. 調査地点 
 調査地点を表２及び図１に示す。 
 公共用水域(水質)については、河川１９地点、
湖沼１地点、海域９地点の計２９地点で行った。 
公共用水域(底質)については、河川１２地点、

湖沼１地点、海域２地点の計１５地点で行った。 
水生生物については、河川２地点、海域２地点

の計４地点で行った。対象生物種は、河川ではコ
イ、ハヤ及びウグイとし、海域ではムラサキイガ
イとした。。  

  
５. 調査方法及び試料採取方法 
 調査は、次の方法に準拠して行った。 

・外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル

(水質、底質、水生生物)(平成 10 年環境庁水質

管理課)３） 

・農薬の環境残留実態調査分析法(水質編)(平成

10 年環境庁土壌農薬課) ４） 

・底質調査方法(昭和 63 年環境庁水質保全局) ５） 

・農薬等の環境残留実態調査分析法-環境中の極

低濃度農薬等の効率的分析手法-(平成 12 年環

境庁水質保全局編) ６） 

・化学物質分析法開発調査報告書(平成 14 年度環

境省環境保健部環境安全課)７） 

水質試料の採取は、直接またはステンレス製バ

ケツを用いて行った。底質試料の採取は、直接ま

たはエクマンバージ採泥器等を用いて行った。な

お、使用器具の準備や試料調製は各分析方法に基

づき行った。 

表２ 調査地点          

№ 区分 河川等名 調査地点名 水質 底質 水生生物 № 区分 河川等名 調査地点名 水質 底質 水生生物

1 

河川 

釈迦堂川 水道取水地点 ○ ○  16

河川

五百川 阿武隈川合流前 ○   

2 阿賀野川 新郷ダム ○ ○ ○ 17 夏井川 六十枚橋 ○ ○  

3 只見川 藤橋 ○ ○  18 藤原川 みなと大橋 ○   

4 久慈川 高地原橋 ○ ○  19 鮫川 鮫川橋 ○ ○  

5 新田川 新桜井橋 ○ ○  20 湖沼 猪苗代湖 小石ヶ浜水門 ○ ○  

6 請戸川 請戸橋 ○ ○  21

海域

松川浦 漁業権区域区３号中央付近 ○ ○  

7 阿武隈川 蓬莱橋 ○ ○ ○ 22 〃 浦の出入り口   ○ 

8 阿武隈川 伊達町との境界 ○   23 小名浜港 大剣埠頭 ○   

9 逢瀬川 阿武隈川合流前 ○ ○  24 〃 ４号埠頭 ○ ○ ○ 

10 大滝根川 阿武隈川合流前 ○ ○  25 〃 漁港区内 ○   

   ○ 港作之中62  ○ ○ 橋津久阿 川隈武阿 11

   ○  港名江72   ○ 橋新 川原笹 21

   ○ 港漁間豊82   ○ 橋川田谷 川田谷 31

   ○  港倉四92   ○ 前流合川隈武阿 川田藤 41

   ○ 港浜之久03   ○ 前流合川筵石 川百五 51

図１ 調査地点の位置 
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６．調査結果及び考察 
 調査結果は、「化学物質の内分泌かく乱作用に
関する環境省の今後の対応方針について－
ExTEND2005－」８）の付属資料「③これまでの環境
実態調査結果の概要」(以下、「ExTEND2005 データ」
とする。) 及び「平成 16 年度第 2 回内分泌攪乱
化学物質問題検討会 資料2-1 平成15年度内分
泌攪乱化学物質における環境実態調査結果のま
とめ」９）中の「国内の過去の測定値」(以下、「国
内の過去の測定値」とする。) の二つのデータを
併せて「環境省調査結果」とし、この測定値と比
較した。 
 
(1) 公共用水域(水質) 
 調査した 71 物質のうち 16 物質が検出された
(表 3)。 
 ペンタクロロフェノールが平成 11 年度の調査
で 0.37μg/L と、環境省調査結果の範囲を超えて
河川水から検出された。ペンタクロロフェノール
は、木材保護剤、植物成長調整剤、除草剤として
使用されていたが、1990 年に農薬登録が失効して
いる。 

 このため、次年度からも継続して調査を行った
が、それ以降の調査結果は環境省調査結果の範囲
内で、平成 14 年度からは検出下限値以下(<0.01
μg/L)となり、検出された原因については不明だ
った。 
 また、マンゼブ・ジネブ・ジラム(合量)が平成
15 年度の調査で 0.6μg/L と環境省調査結果の範
囲を超えて河川水から検出された。マンゼブ等は
殺菌剤(農薬)の有効成分として登録されており、
水質の試料を採取した平成15年夏は低温多湿だっ
たことから、病害の防除のためマンゼブ等を含む
農薬が多く使用されたことが検出された要因と考
えられた。 
 このため、追跡調査を平成 15 年度中に 2 回、
平成 16 年度には 6回、平成 17 年度には 3回行っ
たが、検出下限値以上で検出されることはなかっ
た。 
 その他に検出された物質として、現在も使用さ
れている農薬や、様々な工業製品の原料、船底塗
料や漁網等に使われていた有機スズ類や人畜由
来と考えられる 17β-エストラジオールが環境省
調査結果の範囲内で検出された。

表３ 水質調査結果 
SPEED’98 化学物質名 検出濃度※１ 検出率※２ 環境省調査結果※１、※３ 用途 

2 ポリ塩化ビフェニル ＮＤ(<0.01-10） ～1.12 10/13
ＮＤ ～220 

熱媒体､ノンカーボン紙､電気製品
ＮＤ(<不明) ～1,560,000＊ 

5 ペンタクロロフェノール ＮＤ(<0.006-0.01） ～0.37 4/22 
ＮＤ(<0.05)   

防腐剤､除草剤､殺菌剤 
ＮＤ(<0.02-0.1) ～0.2 ＊ 

7 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 ＮＤ(<0.025-0.05) ～0.10 2/13 ＮＤ(<0.01-0.05) ～1.56 除草剤 

28 メソミル※４ ＮＤ(<0.03-0.05) ～0.13 2/10 ＮＤ(<0.05) ～0.65 殺虫剤 

33 トリブチルスズ※５ ＮＤ(<0.00036-0.002）～0.009 2/17 
ＮＤ(<0.001-2) ～0.09 

船底塗料､漁網の防腐剤 
ＮＤ(<0.0003-1) ～0.45 ＊ 

34 トリフェニルスズ ＮＤ(<0.00017-0.001) ～0.00023 1/17 
ＮＤ(<0.001-4) ～0.006 

船底塗料､漁網の防腐剤 
ＮＤ(<0.00005-35) ～0.09＊ 

36 

アルキルフェノール           

界面活性剤の原料､樹脂の原料
4-ｔ-ブチルフェノール ＮＤ(<0.007-0.01) ～0.01 1/22 - 

4-ｔ-オクチルフェノール ＮＤ(<0.003-0.01) ～0.03 8/22 ＮＤ(<0.01) ～13 

ノニルフェノール ＮＤ(<0.01-0.1) ～0.8 9/22 ＮＤ(<0.05-0.1) ～21 

37 ビスフェノールＡ ＮＤ(<0.01) ～0.11 13/22 ＮＤ(<0.01） ～19 樹脂の原料 

38 フタル酸ジ-2-エチルヘキシル ＮＤ(<0.3-0.5) ～1.0 3/21 
ＮＤ(<0.3-0.5) ～9.9 

プラスチックの可塑剤 
ＮＤ(<0.01-3.9) ～15＊ 

44 2,4-ジクロロフェノール ＮＤ(<0.009-0.01） ～0.01 1/22 ＮＤ(<0.01） ～0.88 染料中間体､防腐剤､除草剤 

45 アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル ＮＤ(<0.01-0.05) ～0.05 1/20 ＮＤ(<0.01-0.1) ～1.8 プラスチックの可塑剤 

46 ビンゾフェノン ＮＤ(<0.01) ～0.01 1/17 
ＮＤ(<0.01) ～0.18 

医療品合成原料､芳香剤等 
ＮＤ(<0.01) ～0.84＊ 

50 ベノミル※６ ＮＤ(<0.1) ～0.2 4/9 ＮＤ(<0.02-0.07) ～0.76 殺虫剤 

52/53/61 マンゼブ・マンネブ・ジネブ※7 ＮＤ(<0.1-0.2) ～0.6 1/9 ＮＤ(<0.1-0.2) ～0.1 殺菌剤 

-  51/2 100.0～ )500.0-100.0<(ＤＮ 鉛 - 鉛管､蓄電池､電線被覆､はんだ

- 17β-エストラジオール ＮＤ(<0.0001-0.0028) ～0.005 7/16 - 人畜由来ホルモン 

※1 単位はμｇ／Ｌ。ただし、ポリ塩化ビフェニルは ng/L、鉛は mg/L。 

※2 検出率＝検出地点数/調査地点数。 

※3 複数の調査結果が記載されている環境省調査結果について、＊印がない結果は「ExTEND2005 データ」、＊印がある結果は「国内の過去の測定値」である。

※4 メソミルは代謝物としてメソミルを生成する他の物質由来のものとの合量で測定。

※5 トリブチルスズはトリブチルスズオキシドに換算して検出値を算出。 
※6 ベノミルは代謝物であるカルベンダジムを生成する他の物質由来のものとの合量で測定。

※7 マンゼブ・マンネブ・ジラムはナトリウム塩にした後、誘導体化して他の物質由来のものとの合量で測定。
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 これらの検出値を経年的にみると、海域のトリ
ブチルスズで減少傾向がみられたが、その他の物
質の検出値の経年変化は、はっきりとは確認され
なかった。 

図２ 松川浦(漁業権区域区３号中央付近)のトリブチルス

ズの検出値の経年変化

(2) 公共用水域(底質) 
 調査した 64 物質のうち 20 物質が検出された
(表 4)。 
 ヘキサクロロベンゼンが平成 15 年度の調査で

480μg/kg と、環境省調査結果と比較しても高い

濃度で検出された。ヘキサクロロベンゼンは日本

では農薬登録されていないが、海外で殺菌剤とし

て使用されている。また有機合成原料として用い

られているほか、焼却の過程等で非意図的に生成

されると考えられている。このため、次年度以降

も継続して調査を行ったが、それ以降の調査結果

は環境省調査結果の範囲内であった。 

 その他に検出された物質として、水質でも検出

された農薬や、様々な工業製品の原料、船底塗料

や漁網等に使われていた有機スズ類等が環境省

調査結果の範囲内で検出された。 

 

表４ 底質調査結果 
度濃出検 名質物学化 89'DEEPS ※１ 検出率※２ 環境省調査結果※１、※３ 用途 

2 ポリ塩化ビフェニル ＮＤ(<0.0007-1) ～33 15/15 ＮＤ ～2,200 熱媒体、ノンカーボン紙、電気製品 

4 ヘキサクロロベンゼン ＮＤ(<5) ～480 4/15 
ＮＤ(<5-10)   

殺菌剤、有機合成原料 
ＮＤ(<0.024-1) ～480＊ 

5 ペンタクロロフェノール ＮＤ(<5) ～43 1/15 
ＮＤ(<10)   

防腐剤、除草剤、殺菌剤 
ＮＤ(<2.4-50) ～360＊ 

18 DDT（p､p'-DDT) ＮＤ(<5) ～16 1/15 
ＮＤ(<5) ～93 

殺虫剤 
ＮＤ(<0.15-10) ～97＊ 

19 DDD（p､p'-DDD) ＮＤ(<5) ～11 2/15 ＮＤ(<5) ～425 殺虫剤(DDT の代謝物) 

20 ケルセン ＮＤ(<5) ～6 2/15 ＮＤ(<1-20)   殺ダニ剤 

33 トリブチルスズ※４ 8.0 ～54 2/2 
ＮＤ(<0.1-20) ～300 

船底塗料、漁網の防腐剤 
ＮＤ(<0.05-50) ～1,600＊

34 トリフェニルスズ ＮＤ(<0.55) ～10 2/2 
ＮＤ(<0.1-20) ～18 

船底塗料、漁網の防腐剤 
ＮＤ(<0.0226-170) ～1,100＊

36 

アルキルフェノール          

界面活性剤の原料、樹脂の原料 
4-ｔ-ブチルフェノール ＮＤ(<5) ～9 2/15 - 

4-ｔ-オクチルフェノール ＮＤ(<5) ～52 2/15 ＮＤ(<1-10.5) ～170 

ノニルフェノール ＮＤ(<10) ～420 9/15 ＮＤ(<15-87) ～12,000 

37 ビスフェノールＡ ＮＤ(<5) ～22 3/15 
ＮＤ(<1-35) ～350 

樹脂の原料 
ＮＤ(<0.2-13) ～600＊ 

38 フタル酸ジ-2-エチルヘキシル ＮＤ(<25) ～950 12/15 ＮＤ(<25-145) ～210,000 プラスチックの可塑剤 

39 フタル酸ブチルベンジル ＮＤ(<10) ～28 2/15 ＮＤ(<10-70) ～1,400 プラスチックの可塑剤 

40 フタル酸ジ-n-ブチル ＮＤ(<25) ～95 3/15 
ＮＤ(<25-175) ～2,000 

プラスチックの可塑剤 
ＮＤ(<1-2,900) ～2,300＊

42 フタル酸ジエチル ＮＤ(<10) ～49 2/15 ＮＤ(<10-70) ～32 プラスチックの可塑剤 

43 ベンゾ(a)ピレン ＮＤ(<1) ～1300 10/15 ＮＤ(<1-5) ～3,800 (非意図的生成物） 

50 ベノミル※５ ＮＤ(<2) ～3 2/15 ＮＤ(<1-3) ～18 殺虫剤 

- カドミウム ＮＤ(<0.03-0.3) ～1.9 12/15 - 顔料、電池、合金、メッキ 

 だんは、覆被線電、池電蓄、管鉛 - 51/51051～ )1<(ＤＮ 鉛 -

 媒触、計温体、灯光蛍、池電乾 - 51/1164.0～ )20.0-800.0<(ＤＮ 銀水 -

- 17β-エストラジオール ＮＤ(<0.06) ～0.7 1/15 - 人畜由来ホルモン 

※1 単位はμｇ／kg。 
※2 検出率＝検出地点数/調査地点数。 
※3 複数の調査結果が記載されている環境省調査結果について、＊印がない結果は「ExTEND2005 データ」、＊印がある結果は「国内の過去の測定値」である。

※4 トリブチルスズはトリブチルスズオキシドに換算して検出値を算出。

※5 ベノミルは代謝物であるカルベンダジムを生成する他の物質由来のものとの合量で測定。
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 そして、ポリ塩化ビフェニルやベンゾ（ａ）ピ

レン等、疎水性の高い物質が底質から検出されて

おり、その検出値も海域や河川の下流域で高くな

っていることから、底質では、より疎水性の高い

物質の方が蓄積しやすいことが示唆された。 

 また、水質の調査結果に比べ、底質の調査結果

は経年変動のばらつきが大きいことが分かった。

これは、同じ地点で試料を採取しても、その試料

の性状(強熱減量、泥分率等)の違いにより、含有

する化学物質の濃度が異なってくるためと考え

られる。 

 このため、試料の採取の時には十分注意が必要

であり、その基礎データ(乾燥減量や強熱減量等)

の測定を行うことはとても大切である。 

 
(3) 水生生物 
 調査した 56 物質のうち 14 物質が検出された
(表 5)。その検出値は、環境省調査結果の範囲内
であった。 
 底質の調査結果と同様、疎水性の高い物質が検

出されており、生物濃縮の起こしやすいポリ塩化

ビフェニルについては、全地点の水生生物から検

出された。 

 また、トリブチルスズは調査を行った平成 12

年度から 17 年度の 6 年間、水生生物(海域)から

検出下限値以上で検出された。

 

表５ 水生生物調査結果 

度濃出検 名質物学化 89'DEEPS ※１ 検出率※２ 環境省調査結果※１、※３ 用途 

2 ポリ塩化ビフェニル 
魚類 2.1 ～35 2/2 ＮＤ 

ＮＤ(<1-10) 

ＮＤ(<10) 

～1600(水生生物） 

～2200(魚類)＊ 

～160(貝類)＊ 

熱媒体、ノンカーボン紙、電気製品
貝類 1.7 ～9.0 2/2 

4 ヘキサクロロベンゼン 魚類 ＮＤ(<5) ～8 1/2 
ＮＤ(<2-5) ～16(水生生物） 

殺菌剤、有機合成原料 
ＮＤ(<0.1-5) ～28(魚類)＊ 

19 DDE(p､p'-DDE) 魚類 ＮＤ(<5) ～8 2/2 
ＮＤ(<5) ～71(水生生物） 

殺虫剤(DDT の代謝物) 
ＮＤ(<0.2-10) ～360(魚類)＊ 

20 ケルセン 魚類 ＮＤ(<5) ～6 1/2 ＮＤ(<20) ～66(水生生物） 殺ダニ剤 

33 トリブチルスズ※４ 
魚類 ＮＤ(<2) ～3 1/2 ＮＤ(<0.3-1) 

ＮＤ(<1-50) 

ＮＤ(<50) 

～120(水生生物） 

～1700(魚類)＊ 

～780(貝類)＊ 

船底塗料、漁網の防腐剤 
貝類 ＮＤ(<2) ～93 2/2 

34 トリフェニルスズ 貝類 ＮＤ(<1) ～12 2/2 
ＮＤ(<0.3-1) ～210(水生生物） 

船底塗料、漁網の防腐剤 
ＮＤ(<0.5-20) ～450(貝類)＊ 

36 
アルキルフェノール 

魚類 ＮＤ(<1-5) ～3 1/2 ＮＤ(<1.5-5) (水生生物） 界面活性剤の原料、樹脂の原料 
4-n-オクチルフェノール 

37 ビスフェノールＡ 
魚類 ＮＤ ～0.3 2/2 ＮＤ(<5) 

ＮＤ(<0.5-20.4)

～15(水生生物） 

～287.3(魚類)＊ 
樹脂の原料 

貝類 ＮＤ ～14 2/2 

38 フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 貝類 ＮＤ(<25) ～43 1/2 
ＮＤ(<25) ～260(水生生物） 

プラスチックの可塑剤 
ＮＤ(<100-500) ～1600(貝類)＊ 

40 フタル酸ジ-n-ブチル 

魚類 ＮＤ(<25) ～130 2/2 ＮＤ(<25) ～79(水生生物） 

プラスチックの可塑剤 

貝類 ＮＤ(<25) ～140 2/2 
ＮＤ(<10-1,110) ～1950(魚類)＊ 

ＮＤ(<100-500) ～300(貝類)＊ 

- カドミウム 貝類 ＮＤ(<0.01-0.2) ～1.1 2/4 － 顔料、電池、合金、メッキ 

- 鉛 
魚類 ＮＤ(<0.05-0.2) ～0.06 1/2 

－ 鉛管、蓄電池、電線被覆、はんだ 
貝類 ＮＤ(<0.05-0.2) ～15 2/2 

- 水銀 
魚類 0.04 ～0.14 2/2 

－ 乾電池、蛍光灯、体温計、触媒 
貝類 0.008 ～0.04 2/2 

- 17β-エストラジオール 
魚類 0.01 ～0.088 2/2 

－ 人畜由来ホルモン 
貝類 0.01 ～1.6 2/2 

※1 単位はμｇ／kg。 
※2 検出率＝検出地点数/調査地点数。

※3 複数の調査結果が記載されている環境省調査結果について、＊印がない結果は「ExTEND2005 データ」、＊印がある結果は「国内の過去の測定値」である。

※4 トリブチルスズはトリブチルスズオキシドに換算して検出値を算出。 
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７．まとめ 

 平成 11年度から 18年度までに行った県内の公

共用水域（水質・底質）及び水生生物の調査結果

より、現在も使用されている農薬や様々な工業製

品の原料に含まれる物質が多く検出されること

が分かった。そして疎水性の高い物質が底質や水

生生物から多く検出されることが分かった。 

 また、水質より底質の方が検出された物質の数

が多いことから、低濃度ながら環境中に蓄積され

ていることが示唆された。そして水生生物等にそ

れらの物質が蓄積してきていると考えられた。 

 このように、これまでの調査結果から環境中の

化学物質の実態が把握でき、またその分析方法が

確立されたことから、今後は県内で使用量の多い

化学物質の排出実態等について調査を実施し、今

後の化学物質対策の基礎データ集積を図ること

としている。 

引用文献 

１）内分泌攪乱化学物質問題への環境庁の対応方

針 に つ い て － 環 境 ホ ル モ ン 戦 略 計 画

SPEED’98-(1998 年 5 月 環境庁) 

２）内分泌攪乱化学物質問題への環境庁の対応方

針 に つ い て － 環 境 ホ ル モ ン 戦 略 計 画

SPEED’98-(2000 年 11 月版 環境庁) 

３）外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュア

ル(水質、底質、水生生物)(平成 10 年環境庁

水質管理課) 

４）農薬の環境残留実態調査分析法(水質編)(平

成 10 年環境庁土壌農薬課) 

５）底質調査方法(昭和 63 年環境庁水質保全局) 

６）農薬等の環境残留実態調査分析法-環境中の

極低濃度農薬等の効率的分析手法-(平成 12 年

環境庁水質保全局編) 

７）化学物質分析法開発調査報告書(平成 14 年度

環境省環境保健部環境安全課) 

８）化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省

の今後の対応方針について－ExTEND2005－

(2005 年 3 月 環境省) 

９）平成 16 年度第 2 回内分泌攪乱化学物質問題

検討会 資料2-1 平成15年度内分泌攪乱化学

物質における環境実態調査結果のまとめ（平成

16 年 12 月 環境省総合環境政策局環境保健部

環境安全課) 
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１１  ははじじめめにに１１,,２２))  
  

  Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（以下、「ＤＭＦ」という。）は、水に溶けやすく、また多くの有機物を溶かし、

無機物とも結びつきやすい性質を持つ揮発性の無色透明の液体であり、各種の溶剤、触媒、ガス吸収剤

として使われている。 

 

Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（DMF） 

ＣＡＳ登録番号   ６８－１２－２ 

分子式        Ｃ３Ｈ７ＮＯ 

分子量        ７３．０９ 

沸点          １５３ ℃ 

環境庁が行ったＤＭＦの全国の公共用水域中濃度調査結果は、表１のとおりである 。 

表１ DMF の水質中の濃度 

調査年度 種類 
検出地点数 

/調査地点数 

検出数 

/ 検体数 

検出範囲 

(μg/L) 

検出限界 

(μg/L) 

１９７８ 
河川 0/1 0/3 ND ５０ 

海域 0/7 0/21 ND １０－５０ 

１９９１ 
河川 0/1 0/3 ND ０．１ 

海域 7/15 18/45 ND－6.6 0.05－0.8 

１９９８ 海域 2/12 5/36 ND－0.11 0.007－0.09 

また、環境省が行った 2000 年度の要調査項目の調査結果は表２のとおりである。 

表２ DMF の公共用水域中の濃度 

調査年度 水域 
検出地点数

/調査地点数

検出数 

/ 検体数 

検出範囲 

 (μg/L) 

検出限界 

(μg/L) 

２０００ 

河

川 

AA-C 類型 0/44 0/44 ND ３ 

D,E 類型 2/15 2/15 ND－１６ ３ 

湖沼 0/６ 0/６ ND ３ 

海域 ０/1１ ０/1１ ND ３ 

環境中では、大気中へ排出されたＤＭＦは化学反応によって分解され、０．５～１日で半分の濃度にな

ると計算されている。環境水中での動きについては報告が無いが、化審法の分解度試験では微生物によ

って分解されにくいとされ、加水分解によって半分の濃度になるには１年以上かかるとされている。フガシ

ティモデルレベルⅢにより求めたＤＭＦの環境中の分布予測結果は表３のとおりで、水域に分布する割合

が大きいと予測されている。 

表３ ＤＭＦのフガシティモデルレベルⅢによる環境中分布予測結果 

シナリオ分布（％） 
分布（％） 

大気 水域 土壌 底質 

シナリオ１(大気中に１００％放出) ７．２ ５０．７ ４１．９ ０．２ 

シナリオ２(水域中に１００％放出) ０．０ ９９．６ ０．０ ０．４ 

シナリオ３(土壌中に１００％放出) ０．１ ４５．０ ５４．７ ０．２ 

※フガシティモデル 

化学物質の環境媒体中での物質収支を化学物質の量や濃度で表すのではなく，フガシティ（逃散

（６）県内事業場の化学物質排出実態について

　　　　　　　　　　　　　　　　福島県環境センター　○木賊 幸子　清水 仁志 
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能）と呼ばれる非理想系の平衡現象を取り扱うために導入された熱力学的な概念を使って解析するモ

デル。レベルⅢは大気、水域又は土壌のいずれかに定常的に排出されて定常状態に到達した状態で

の環境中での分布を予測する。 

ＤＭＦは「特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律(ＰＲＴＲ

法)」の第一種指定化学物質に指定されており、 平成１７年度における届出排出量・移動量では、全国で

３５４物質中７位(約１５，０００ｔ/年)である。そのうち、約４，３００ｔ/年が環境中へ排出されたとされ、そのほ

とんどが大気中への排出である(約４，０００ｔ/年)。その他、事業所から廃棄物として約９，３００ｔ/年、下水

道へ約９７０ｔ/年が移動された。 

 福島県での平成１７年度におけるＤＭＦの届出排出量・移動量は合計約４７０ｔ/年である。そのうち大気

中への排出が約９３ｔ/年、公共用水域への排出が約１６ｔ/年、廃棄物としての移動が約３６０ｔ/年とされて

いる。 

 しかしながら、ＤＭＦの実際の環境中濃度及び事業場等からの排出実態については報告例が少なく、

その調査を行うことは環境中のＤＭＦの動態を知る上でたいへん重要である。 

 今回、県内でＤＭＦを排出している３事業場について、排水及びその放流先の公共用水域について調

査を行ったので、その結果を報告する。 

 

２ 調査方法 

 (1) 採水方法 

    試料は、直接またはステンレス製バケツを用いて３Ｌ褐色ガラス瓶に採取した。 

 (2) 試薬 

N,N-ジメチルホルムアミド（和光純薬㈱）、N,N-ジメチルホルムアミド-ｄ７（ACROS ORGANICS）、

メタノール（和光純薬㈱ 残留農薬試験・ＰＣＢ試験用（5000 倍濃縮）、酢酸エチル（和光純薬㈱ 残

留農薬試験・ＰＣＢ試験用（5000 倍濃縮））、超純水（超純水製造装置（日本ミリポア㈱Milli-Q EDS)を

用いて精製した水）、固相カラム（Waters Sep-Pak Plus C18（360 mg) 、Waters Sep-Pak Plus AC-2

（360mg)）を使用した。 

 (3) GC/MS 測定条件 

GC カラム 
カラム温度 
注入口 
キャリアガス 
注入法 

：DB-Wax（０．２５ｍｍ×３０ｍ×０．２５μｍ） 
：４０℃(1 分)－５℃/分－９０℃（３分）－１０℃/分－２００℃ 
：２００℃ 
：He １ｍｌ/ｍｉｎ 
：スプリットレス方式 

ＭＳ イオン化方式 
イオン化電圧 
イオン源温度 
インターフェイス温度 

：ＥＩ 
：７０ｅＶ 
：２００℃ 
：２００℃  

 (4) 分析方法 

    分析は、平成９年度 化学物質分析法開発調査報告書３）に準拠して行った。 

固相カラム(Waters Sep-Pak Plus C18 および AC-2 (２個連結))をメタノール２０ｍｌ、超純水１０ｍｌを

用いてコンディショニングする。Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド－ｄ７ ５０ｎｇを添加した試料５００ｍｌを流

速１０ｍｌ/ｍｉｎでカラムに通水させた後、超純水１０ｍｌで洗浄し、C18 を外して AC-2 を通気乾燥(５分)、

カラム内に残留している水分をキムタオル上でカラムをたたいて除去する。そしてAC-2をメタノール３

ｍｌでバックフラッシュ溶出する。溶出液に窒素吹き付けをして約０．７ｍｌまで濃縮した後、 

酢酸エチル１ｍｌを加え硫酸ナトリウムで脱水する。そして硫酸ナトリウム及びロート等のガラス器具を

酢酸エチルで洗いこみし、５ｍｌに定容し、得られた溶液に再度窒素を吹き付け１ｍｌまで濃縮する。定

量はＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミド－ｄ７を内標準物質として用いる「内標準法」を用いて行った。 
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３ 検出下限値、定量下限値 

  化学物質環境実態調査実施の手引き４）に基づき、次の方法により検出下限値及び定量下限値を算

出した。 

 検量線作成時の最低濃度(定量下限値付近)の標準溶液７試料について測定を行い、下式によりＩＤＬ

（装置の検出下限）を算出した。また、今回、約１０ｎｇ/Ｌ程度の操作ブランクが検出されたため、超純水に

よる空試験を７試料測定してＩＤＬを求め、両者のうち、大きいほうのＩＤＬを選定した。 

  ＩＤＬ ＝ ｔ × σ × ２   ｔ ：危険率 5%、自由度 n-1 のｔ値 σ：標準偏差 

  次に、定量下限値相当量付近の濃度の試料について回収試験を７試料測定し、その標準偏差から 

ＭＤＬ（測定方法の検出下限値）及びＭＱＬ(測定方法の定量下限値）を算出した。 

  ＭＤＬ ＝ ｔ × σ × ２   ｔ ：危険率 5%、自由度 n-1 のｔ値 σ：標準偏差 

  ＭＱＬ ＝ １０ × σ 

  結果は表４のとおりであり、また通常操作ブランクが検出される化学物質では、ブランク値の約３～５倍

の値を検出下限値としていることから、ＤＭＦの最小報告値を０．1 μｇ/Ｌとした。 

    表４ 検出下限値及び定量下限値                         (単位：ng/L) 

 検量線作成最低

濃度 ＩＤＬ 

操作ブランク試験

ＩＤＬ 

測定方法の検出

下限値 ＭＤＬ 

測定方法の定量

下限値  ＭＱＬ 

ＤＭＦ ２．１２９ ７．０２１ １６．０９８ ２０．７１０ 

なお、添加回収試験（n=7）での回収率は９９．３～１１１．８％であり、目標値７０～１２０％以内を満足す

る良好な結果であった。 

 

４ 調査結果 

  上記方法を用いて、平成１９年１１～１２月に、県内の３事業場の排水及びその放流先の公共用水域

の上流、下流等について調査を行った結果は、次のとおりである。 

 （１） Ａ事業場  

福島県化学物質適正管理指針(以下「指針」という。）の届出によると、平成１８年度のＤＭＦの使用

量は約１，９００ ｔ/年であり、そのうち約７６ ｔ/年が脱臭機(直接燃焼方式)を経て大気へ排出されて

いる。また届出では公共用水域への排出は無いとされている。 

事業場の排水口は２ヶ所あり、排水口№１では、製造工程で用いられた水が凝集沈殿、活性汚泥

等の排水処理施設で処理されてから放流され、また排水口№２では、冷却水や空調からの排水が排

水処理施設を経ず放流されている。平均排水量は排水口№１：約７８０ｍ３/日、排水口№２：約６８０ 

ｍ３/日である。 

排水および放流先の公共用水域の上流・下流の調査結果を表５に示す。 

表５ Ａ事業場の排水および放流先の公共用水域の上流・下流の調査結果 

検体名 排水口№１ 排水口№２ 公共用水域(上流) 公共用水域(下流)

検出値(μg/L) 9.4 370 0.3 2.1 

流量（ｍ３/日) 785 683 156,000 160,000 

※ 排水口№１，２の流量は調査日の流量を用いた。 

公共用水域(上流)からＤＭＦが検出された原因は不明であり、それを究明するには、その上流を含

む河川水及び底質等の詳細な調査を行う必要がある。 

また、排水口№１、２からそれぞれ検出されたことについては、指針の届出上ではＤＭＦの排水系

への移行はないとされているが、ＤＭＦは非常に水に溶解しやすい物質であるため、大気中のＤＭＦ

が排水へ移行していると考えられる。 
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そして、 排水口№１のＤＭＦ検出値にくらべ、排水口№２のＤＭＦ検出値が大きいことについては、 

排水口№１では排水中に含まれるＤＭＦが排水処理施設で分解されるが、 排水処理施設を経ない

排水口№２の排水はＤＭＦが分解されることなく放流されているためと考えられる。 

これらの結果から、それぞれの排水量および検出値からＤＭＦの負荷量の計算を行った。 

Ａ事業場排水のＤＭＦの負荷量を排水口№１，２の合計で計算すると、約２６０ ｇ/日となる。また、

公共用水域(上流)の負荷量は約４７ ｇ/日となる。これより工場排水および公共用水域(上流)を合わ

せたＤＭＦの負荷量は、約３１０ ｇ/日となる。 一方、公共用水域(下流)の負荷量を計算すると ３４０ 

ｇ/日となり、負荷量収支が概ね一致することが分かった。このことは、事業場排水中のＤＭＦは、公共

用水域に放流されてもすぐには分解されないことを示している。 

また、測定結果を基に公共用水域へのＤＭＦ排出量を算出すると、 ０．０９５ ｔ/年となり、これは、

ＤＭＦ使用量（H18）の 0.005％にあたる量であった。 

（２） Ｂ事業場  

 福島県化学物質適正管理指針(以下「指針」という。）の届出によると、平成１８年度のＤＭＦの使

用量は約８．６ ｔ/年であり、そのうち約２．５ ｔ/年が接触ばっき、凝集沈殿等の排水処理を行ってか

ら公共用水域に排出されている。大気や土壌への排出は無い。排水量は約４，６００ ｍ３/日である。 

排水および放流先の公共用水域の上流・下流の調査結果を表６に示す。 

表６ Ｂ事業場の排水および放流先の公共用水域の上流・下流の調査結果 

検体名 Ｂ事業場排水口 公共用水域(上流) 公共用水域(下流) 

検出値(μg/L) 14 ＜0.1 1 

流量（ｍ３／日) 4,600 55,000 64,000 

公共用水域(上流)からＤＭＦは検出されなかった。 

この結果より、Ｂ事業場排水のＤＭＦの負荷量を排水量および検出値から計算すると、約６４ ｇ/日

となる。また公共用水域(下流)の負荷量を同様に計算すると約６４ ｇ/日となり、Ｂ事業場排水の負荷

量と公共用水域(下流)の負荷量の収支は一致した。このことは、Ａ事業場の調査結果と同様に、Ｂ事

業場排水中のＤＭＦは公共用水域に排出されてもすぐには分解されないことを示している。 

また、測定結果を基に公共用水域へのＤＭＦ排出量を算出すると約０．０２４ ｔ/年となり、指

針の届出値２．５ ｔ/年に比べ実際の排出量は非常に小さくなっていることが分かった。このこ

とについてもＡ事業場で示唆されたように、ＤＭＦを含む排水が排水処理施設で処理される

ことにより、排水中のＤＭＦが分解されたためと考えられる。

（３） Ｃ事業場   

福島県化学物質適正管理指針(以下「指針」という。）の届出によると、平成１８年度のＤＭＦの使

用量は約９０ ｔ/年であり、そのうち約２５ ｔ/年がそのまま公共用水域(海域)に排出されている。 大

気中には約０．０２ ｔ/年排出され、下水道等への移動は無い。排水量は約９１，０００ ｍ３/日であ

る。 

排水口、その放流先の公共用水域（海域）及び公共用水域の対照地点（海域）の調査結果を表

７に示す。なお、Ｃ事業場には排水口が２つあるが、今回はＤＭＦを使用する工程の排水を含む排

水口のみ測定を行った。 

表７ Ｃ事業場の排水および放流先の公共用水域の調査結果 

検体名 Ｃ事業場排水口 公共用水域(放流先) 公共用水域(対照) 

検出値(μg/L) １，３００ １．９ ＜ ０．１ 

流量（ｍ３/日) ６６，２８８ － － 
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Ｃ事業場内の排水系統は図１のとおりである。 

この排水系統を基に排水口のＤＭＦ濃度を算出すると約１．５ ｍｇ/Ｌとなり、検出値に近い値とな

った。このことから、ＤＭＦは、ＤＭＦを使用する製造工程の排出濃度のまま分解されずに、排水口

から公共用水域に放流されていることが分かった。 

ＤＭＦを使用する 

製造工程 

１１ ｍ３/日  

８，９００ ｍｇ/Ｌ     
排水口 

６６，２８８ｍ３/日 

 Ｌ/ｇｍ３．１   

その他 ６６，２７７ ｍ３/日
   

 

※ ＤＭＦを使用する製造工程  

上段：平均流量 下段：平成１９年４月～１１月の製造工程排水中の平均ＤＭＦ濃度 

図１ Ｃ事業場の排水系統 

そして、測定結果から公共用水域へのＤＭＦ排出量を算出すると約３１ ｔ/年となり、指針の届出

での排出量２５ t/年に比べ大きくなった。この原因として、ＤＭＦを使用する製造工程はバッチ式

(約２００回/年)で行われており、ＤＭＦ排出濃度に変動が生じたことも考えられるが、原因を究明す

るには調査を更に行う必要がある。 

また、公共用水域の対照地点では検出されなかったことに対し、公共用水域(放流先)のＤＭＦ

濃度は 1.9μｇ/L と、全国の測定結果（表１，２）の中でも高めに検出された。このことから、公共用

水域(放流先)からＤＭＦが検出されたのは、Ｃ事業場の排水が影響しているのではないかと考えら

れたが、このことについても、更に詳細な調査が必要である。 

 

５ まとめ 

測定結果より、以下の知見を得た。 

排水処理施設を経て放流された排水の検出値は、指針の届出の排出量から計算した値より小さかった。

これに対し、排水処理施設を経ない排水の検出値は計算値と概ね一致しており、排出された濃度のまま

分解されず、そのまま公共用水域に放流されていると考えられた。これよりＤＭＦは、排水処理施設で分

解されることが示唆された。また、Ａ事業場及びＢ事業場の排水中のＤＭＦ物質収支と公共用水域（下流)

の物質収支が概ね一致したことから、ＤＭＦは公共用水域に放流されてもすぐ分解せずに存在していると

考えられた。 

 化学物質の初期リスク評価書１）では、魚類の生存への影響を根拠として、水生生物に対する PNEC（予

測無影響濃度）を７１mg/L としており、今回の測定結果はこの値よりも低く、水生生物への影響は小さいと

考えられた。しかし、今までの全国測定結果に比べ今回の測定結果の値が大きかったこと、また公共用

水域に放流されたＤＭＦがすぐ分解されないことから、DMF の排出量の削減にできるかぎり努める必要が

ある。また、今後ＤＭＦについて、より詳細な環境中動態を知るためには、底質等を含めた更なる調査を

行うことが必要である。 
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１．ＤＭＦの使用及び大気への排出状況等

今回の調査対象物質であるＤＭＦの主な使用事業場は、Ｋ市のＡ事業場である。当該事業場ではＤＭＦ

を、プリント配線板用材料（銅張積層板）の製造工程のうち、 ①ワニス(エポキシ樹脂)製造、②ワニス含

浸工程(ガラスクロスにエポキシ樹脂を含浸させる)の２工程で使用している。

ＰＲＴＲ法に基づき届出された当該事業場の平成１８年度のＤＭＦ排出状況によると、上記工程にて使

用されたＤＭＦのうち乾燥によりガス化したＤＭＦがそのままあるいは脱臭除去工程を経て大気中へ排出

されている。

３棟ある工場棟のうち ＤＭＦ使用量が最も少ない第１工場ではそのまま乾燥機出口(H20m,φ0.77m,1口)、

から排出されているため、乾燥量イコール大気排出量となっているが、使用量の多い第２工場及び第３工

場では直接燃焼方式の脱臭機で処理された後、脱臭機出口(第２工場H10m,φ0.9m,1口、第３工場H11.15m,

φ1.15m,2口)から大気中に排出されているため、全体として乾燥量の２～３％程度が大気排出量となって

いる。

平成１８年度におけるＤＭＦの工場全体の使用量は1,906,977.3kg、大気への排出量は76,239.9kg、廃油

への移動量は94,965.5kgである。洗浄液を繰り返し使用するため、廃油として処理されるＤＭＦ量が大気

排出量より約２４％多い。

ＤＭＦの排出濃度等の自主測定は行っていない。

２．今回の調査結果に係る検討

（１）全国・他自治体の測定結果との比較検討

全国・他自治体の測定結果との比較結果を下表に示す。

発生源施設周辺の大気中ＤＭＦ検出値は、風上、風下とも、全国等の測定結果の検出最高値より高い

値であった。

20.0<設施Ｂ市Ｋ外郊

20.0<園公Ｃ市Ｋ域地居住

発生源施設 Ｋ市Ａ事業場 風上 2.0

風下 2.9

平成3年度一般環境調査

検出地点:全国17地点中11地点 0.11～1.1 平成10年版化学物質と環境(平成10年12月

未検出地点:全国17地点中6地点 < 0.11 環境庁環境保健部環境安全課)

書告報査調発開法析分質物学化度年8成平内市塚平県川奈神

（調査地点数等記載なし） 0.07～0.19 (平成9年6月環境庁環境保健部環境安全課)

平成9年度化学物質環境調査

検出地点:全国17地点中12地点 0.02～0.62 平成10年版化学物質と環境 (平成10年12月

未検出地点:全国17地点中5地点 < 0.02 環境庁環境保健部環境安全課)

（２）ＰＲＴＲ対象物質「大気中の濃度マップ」データとの比較検討

製品評価技術基盤機構（nite）がＨＰで公開しているＰＲＴＲ対象物質の「大気中の濃度マップ」の

データとの比較結果を次ページの表に示す。当該マップは、平成１３年度から平成１７年度のＰＲＴＲ

データに基づき、化学物質ごとに、全国における大気中濃度及び発生源分布を５ｋｍメッシュで地図表

示したものである。

（７）平成19年度化学物質排出実態調査における環境大気中の
　　　　　　　　N , N－ジメチルホルムアミド(DMF)の調査結果について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県環境センター　清水仁志
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大気中濃度は、メッシュ中心地の推定濃度で色分け表示されており、凡例に示すメッシュごとの濃度

、。、」「、 「 」レベルと比較すると 今回調査した 郊外 の値は マップデータと同程度であった また 住居地域

。、 、」「の値は マップデータの値よりかなり低いものであった 発生源施設 Ａ事業場の風上及び風下の値は

マップデータの値を少し上回っているレベルであった。

※ 「大気中の濃度マップ」 http://www.prtr.nite.go.jp/prtr/densitymap.html）

/gμ401.0～01×520.0<設施Ｂ市Ｋ外郊 -7

/gμ475.0～401.020.0<園公Ｃ市Ｋ域地居住

風上 2.0
/gμ019.1～475.0場業事Ａ市Ｋ設施源生発

風下 2.9

（３）発生源施設近傍の比較検討

今回の調査では、発生源施設の敷地内ではあるが、全国最高のＤＭＦ濃度となった。敷地の南東側の

風下が最高値となり、敷地の北西側の風上でも風下と同レベルの高い値となった。

発生源施設のある当該敷地は、Ｋ市工業団地内にあり、周辺にＤＭＦの主要排出源はない。今回の測

定期間中、風速は1～2m/s、風向は北北西～北北東の風が卓越していることから、発生源施設の風上と風

下とでは濃度レベルに差が出ておかしくない。

事業場などの有害大気汚染物質の近傍暴露評価に有効な低煙源工場拡散モデルが経済産業省より公開

されており、大気中での分解速度の大きいＤＭＦ濃度予測に直接適用はできないものの、影響範囲の推

定や風上と風下との比較検討等には有益であるので、当該発生源施設における試算を行ってみた。

当該拡散モデルは、建物によるダウンウオッシュの影響等を考慮しているため、排出源の高さ等のデ

ータのほか建物のデータ等も提供いただいたが、ＤＭＦの当日の排出状況については不明のため、ＰＲ

ＴＲ法により報告された排出量の平均値を用いた。また、気象データは大気測定局である朝日局の毎正

時データを用いた。

試算結果は下表のとおりで、ＤＭＦ濃度検出値と試算値は、風下では同じ濃度レベルながら試算値が

やや大きく、風上では試算値が１桁小さいものであった。

風上で試算値の濃度レベルが検出値より小さかったのは、試算に用いた排出口以外に排出源がある可

能性、つまり、ＤＭＦ使用施設や保管施設の出入り口、ＤＭＦ含有廃油の貯油施設等、見えない排出口

があることを示唆しているのではないかと考えられる。

また、風下で試算値がやや大きかったのは、ＰＲＴＲ法による環境への排出量報告が厳しめに算定し

ていることが考えられる。ＰＲＴＲ法届出データに基づく今回の算定では、排出口におけるＤＭＦ排出

濃度は第２工場が42ppm、第３工場が94ppm及び101ppmであるが、今回、当該排出口のＤＭＦ排出濃度を

検知管によりそれぞれ測定したところ、いずれもＤＭＦは0.1ppm未満だった。

Ａ事業場の DMF濃度検出値 低煙源工場拡散モデルによる

調査地点 μg/ DMF濃度試算値 μg/

4.00.2上風

6.89.2下風

以上、今回の調査で、発生源施設の敷地内ではあるものの全国最高値となったことから、当該施設に

おけるＤＭＦの使用、保管、排出状況等をより正確に把握するとともに、今回の調査結果を踏まえてさ

らに詳細な調査検討を行うことにより、環境保全対策の向上に資することができるものと考えられる。
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低煙源工場拡散モデルによるＤＭＦ濃度試算表

日時 DMF濃度 風向 風速 気温 気圧 大気捕集量 DMF捕集重量
予測値 ppm m/s ℃ hPa L μ g

下風上風下風上風下風上風
11/29 12:00 0 0 NE 2.0 2.8 990.4 17.92 18.10 0.000 0.000

13:00 0 0 ENE 0.8 4.0 989.7 17.92 18.10 0.000 0.000
14:00 0 0 NE 1.8 4.2 989.6 17.92 18.10 0.000 0.000
15:00 0 0 NNE 1.5 4.5 989.4 17.92 18.10 0.000 0.000
16:00 0 0 ENE 2.1 4.6 989.5 17.92 18.10 0.000 0.000

17:00 0 0 NE 1.3 4.5 989.8 17.92 18.10 0.000 0.000
18:00 0 0 ENE 1.5 4.4 989.9 17.92 18.10 0.000 0.000
19:00 0 0 NNE 1.2 4.5 990.0 17.92 18.10 0.000 0.000
20:00 0 0 ESE 1.1 4.3 990.1 17.92 18.10 0.000 0.000

21:00 0 0 NNE 0.8 4.2 990.0 17.92 18.10 0.000 0.000
22:00 0 0 N 0.7 4.6 989.8 17.92 18.10 0.000 0.000
23:00 0 0 NE 0.7 4.5 989.8 17.92 18.10 0.000 0.000

11/30 0:00 0 0.037 N 1.1 4.4 989.5 17.92 18.10 0.000 2.100

1:00 0.002 0.002 CALM 0.4 4.8 989.5 17.92 18.10 0.112 0.113
2:00 0 0 NNW 0.8 4.5 989.0 17.92 18.10 0.000 0.000
3:00 0 0 E 0.6 4.4 989.0 17.92 18.10 0.000 0.000
4:00 0 0 NW 0.8 4.2 988.9 17.92 18.10 0.000 0.000

5:00 0 0.025 NNW 2.0 3.9 989.0 17.92 18.10 0.000 1.421
6:00 0 0 CALM 0.5 3.6 989.6 17.92 18.10 0.000 0.000
7:00 0 0 NW 1.0 3.9 990.1 17.92 18.10 0.000 0.000
8:00 0.001 0 SSE 1.2 4.2 990.7 17.92 18.10 0.056 0.000

9:00 0 0 ESE 0.8 5.8 990.7 17.92 18.10 0.000 0.000
10:00 0 0.002 N 0.6 8.4 990.6 17.92 18.10 0.000 0.112
11:00 0 0 NNE 0.9 9.0 989.7 17.92 18.10 0.000 0.000

647.3961.03.4341.034計

DMF濃度検出値 μg/m3 DMF濃度試算値 μg/m3Ａ工場の調査地点
4.0=1.034／0001*961.00.2上風

6.8=3.434／0001*647.39.2下風

低煙源工場拡散モデルによるコンターの一部

11/30

0:00

風向N

風速1.1m/s

安定度D

風上:

0ppm

風下:

0.037ppm
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                                   （写真：猪苗代湖・裏磐梯湖沼フォトコンテスト入賞作品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時   平成１９年９月１３日（木）  
○ 展示会  １１：００～ 

○ 発表会  １２：４５～１６：３０ 

 開催場所   ビッグパレットふくしま ３階 中会議室 （郡山市安積町日出山字北千保） 

日本大学工学部・福島県環境センター共同研究発表会 

「清らかな湖、美しい猪苗代湖の 

秘密を探る講座」のご案内 

  
「清らかな湖、美しい猪苗代湖の秘密を探る講座」を開催します 

 猪苗代湖は、酸性湖が有する自然の浄化機能により、４年連続水質日本一という良好な水質
を維持してきました。しかし、近年、湖水の中性化が進行し、浄化機能の低下や湖岸の水環境
に変化が生じてきています。 

 本講座では、猪苗代湖の美しい水環境を保全していくために、日本大学工学部と福島県環境
センターが平成１４年度から取り組んでいる調査研究の成果を県民の皆様にお伝えし、また、
水環境から見た今の猪苗代湖の姿をお知らせすることとしました。 

 美しい猪苗代湖の秘密を分かりやすく解き明かしていきたいと考えております。会場には展
示コーナーなども設けますので、多くの県民の皆様に参加いただけますよう、ご案内いたしま
す。 

主催 日本大学工学部・福島県環境センター共同研究発表会運営協議会 

構成団体：猪苗代湖の自然を守る会、福島大学、福島県環境計量証明事業協会、猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会、 

猪苗代湖環境保全推進連絡会、郡山市、会津若松市、猪苗代町、北塩原村、日本大学工学部（学術ﾌﾛﾝﾃｨｱ推進事業）、福島県 

会場までの交通案内 

■ 車を利用される場合 
  ビッグパレット南側の駐車場をご利用ください。

■ 郡山駅からバスを利用される場合 
ＪＲ郡山駅西口「1番乗り場」から乗車、バス停

「ビッグパレット」下車（約 15～20 分） 

※「柴宮団地行き」は不可。 

それ以外のバスは全て会場を経由します。 

会場までの交通案内 

講座開催日時 

講座開催場所 

入場無料 
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１１：００ 開場・パネル・写真・実物展示会  （水質浄化実験、湖底ビデオ映像放映等） 

１２：４５ 開会・あいさつ 

１２：５５ 記念講演    「猪苗代湖の未来に向けたメッセージ」  

 ○メッセージⅠ 「水辺から見た猪苗代湖の自然環境」 

                  猪苗代湖の自然を守る会 代表 鬼多見 賢 

 ○メッセージⅡ 「猪苗代湖の水環境の現状と将来の姿」 

                福島県生活環境部水環境グループ参事 長澤金一 

１４：３０ 研究発表会  「猪苗代湖の不思議をひもとく」  

 ○秘密を探る講座Ⅰ「流れ込む水の不思議」  座長 福島県環境センター所長 石井常雄 

  (1) 酸性河川の源流調査結果                 福島県環境センター   小田島 正 

   (2) 猪苗代湖における水質保全に寄与する長瀬川の凝集塊生成機構とリン除去効果 

日本大学工学部 准教授 藤田 豊 

(3) 猪苗代湖および周辺河川水中の微量化学成分の計測手法の開発と物質循環の研究 

日本大学工学部 教授 平山和雄  

 ○秘密を探る講座Ⅱ「きれいな湖水の不思議」  座長 日本大学工学部 教授 若林裕之 

  (4) 猪苗代湖におけるイオンバランス調査結果        福島県環境センター  菊地克彦 

  (5) 猪苗代湖における浄化作用               福島県環境センター  町田充弥 

  (6) 猪苗代湖北部水域における汚濁負荷量と水生植物     日本大学工学部 教授 中村玄正 

 ○まとめ（講評）   福島大学理工学群共生システム理工学類 教授 稲森悠平 

１６：３０ 閉    会  

講座プログラム 

　発表内容は、平成20年６月、日本大学工学部・福島県環境センター共同研究発表会

「清らかな湖、美しい猪苗代湖の秘密を探る講座」運営協議会発行の「清らかな湖、美

しい猪苗代湖の秘密を探る水環境研究誌」に掲載しています。
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